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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、８番、田原 実議員、２７番、野本信行議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

きのうに引き続き、通告順に発言を許します。 

野本信行議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 〔２７番 野本信行君登壇〕 

○２７番（野本信行君） 

おはようございます。 

２７番、新政会、野本信行でございます。発言通告書に基づきまして、１回目の質問を行います。 

１、糸魚川市の行財政運営のより効率化策について。 

合併して３年が経過しましたが、この間の事業見直しによる行財政運営の成果と今後の更なる推

進策として、財政事情の厳しい他自治体でも行っている「構想日本の事業仕分け」の手法導入につ

いて、その可否をお伺いします。 

(1) 合併後３カ年の組織・人事・事業・経費の具体的成果について。 

(2) 部長制導入の効果と今後の課題について。 

(3) 今後、「構想日本の事業・施設仕分け」を実施する考えはないか。 

２、商工観光課企業支援室の業務について。 

本年４月の組織改訂で企業支援室が発足し、就職相談の各地開催、企業訪問、企業見学ツアーの

実施など、市内産業界から一定の評価を得ておりますが、新たに企業活動の重要なポジションであ

る流通部門の円滑化、通勤時の渋滞緩和の観点などから庁内関係部門との協議をはじめ、外部関係

先との協議・調整の役割を担う部門と位置づける考え方についてお伺いいたします。 

(1) 国・県道の補・改修工事に伴う交通規制対策について。 

(2) 浦本地区の下水道工事期間の交通規制対策について。 

  （工事期間、通行規制、迂回路、高速道利用など） 

以上、１回目の質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

野本議員のご質問にお答えいたします。 



 

－ 214 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

１番目の行財政運営の１点目、合併後の３カ年の成果でありますが、組織機構については、部長

制の導入や事業の目的に合わせて室を設置し、重要な行政課題に重点的に取り組む体制を推進して

まいりました。 

職員については、毎年度、退職者の補充を抑制することで、職員数の削減に努めるとともに、職

員の能力向上を図るため、各種研修や資格取得の促進などに取り組んでおります。 

次に、事業でありますが、旧市町の事務事業につきましては、制度、基準等で相違がありました

ので、合併後、多くの事業の調整を進めてきたところでありますが、今後、公民館制度や使用料な

どの調整を進めることといたしております。 

経費的には、経常経費の節減に努める中で、政策的経費の確保に努めており、特に、職員人件費

については、合併後の平成１７年度決算と２０年度当初予算の比較では、退職手当を除く人件費で

は、約３億１,０００万円の削減を図っております。 

２点目、部長制度導入の効果と今後の課題につきましては、部内の各課の連絡調整が強化され、

関係課の連携体制が確立されており、また、対外的な交渉も積極的に対応してまいりました。今後、

部長制を継続しながら、当市の最重要課題であります人口減少対策や、定住の促進に向けた政策形

成が十分発揮できる組織体制を、行政改革の推進とあわせて取り組んでまいります。 

３点目、構想日本の事業仕分けにつきましては、当市では、現在、事務事業評価を試行しており

ますが、ご提案の事業仕分けについては市民公開の場で、外部評価者が市担当職員と論議を経た後、

４つの区分に仕分けする斬新な手法であると考えております。 

現在、担当課に、この制度についての研究をするように指示したところでありますので、実施の

可否については、お時間をいただきたいと思います。 

２番目の企業支援室の業務に関するご質問についてお答えいたします。 

本年度発足した企業支援室は、企業の振興により市内の雇用の場の確保、充実を図るため、市内

企業の新たな事業展開に対する支援、市内企業への就職促進などの事業を中心に、企業の総合相談

窓口としての活動をいたしておりまして、評価をいただいているところであります。 

１点目、交通規制対策につきましては、所管である国土交通省や糸魚川地域整備部と連絡を密に

とるよう努めております。交通規制等が生じる工事については、できるだけ早い段階に調整を図り、

関係機関や市民への情報提供を市のホームページや広報、一斉放送等により実施をいたしておりま

す。 

また、交通規制の方法や時期に関しても事前に打ち合わせをして、市民生活になるべく支障とな

らないよう努めております。 

２点目、浦本地区の下水道工事期間の交通規制対策でありますが、工事の実施に当たっては庁内

及び関係機関との調整を図り、周知を十分に行う計画で進めているところであります。 

工事計画では、国道部分の工事期間は、平成２１年度から２７年度までの７カ年で、実施時期は、

毎年５月下旬から７月下旬、及び９月上旬から１１月末を予定いたしております。 

交通規制につきましては、片側交互通行ですが、規制時間は勤務時間帯を外した平日の午前９時

から午後５時までを予定いたしております。 

高速道路利用につきましては、東日本高速道路株式会社に無料化についての要望を行いましたが、

残念ながら法令上、無料化はできないとの回答をいただいております。 
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今後もそれぞれの案件に対し、関係する部署間で連携し、外部の関係機関とも協議、調整するな

ど、総合相談窓口として機能向上に努め、企業活動に対する支援の充実を図ってまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

それでは、再質問に入らさせていただきます。 

１番目の（１）につきまして、時系列的に合併後３年たっておりますので、１７、１８、１９年

度にまたがる職員数の推移、事業削減数の推移、経費削減の推移、この３点につきまして、数字を

もってご報告できないでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

それでは私の方から職員数の推移ということで、ご説明をしたいと思います。 

職員数につきましては、平成１７年度で６６２人、平成１８年度で６４８人、平成１９年度で

６４１人でございまして、ちなみに本年の４月１日現在では６１５人ということになっておりまし

て、平成１７年から比べまして４７人の減員ということでございます。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

事業並びに経費につきましては、項目数が大変多いですので、事業の数並びに経費については、

数字的なものはなかなか出せないというものであります。 

ただ、当然ながら行財政の効率化ということでやってまいりまして、例えばですけども、事業経

費の方ですけども、例えば物件費に限定をして見ますと、合併直前の平成１６年度から比較しまし

て平成１９年度決算でまいりますと、大体１５％ぐらい減額をしてると、数字的には６億

２,０００万円ほど減額になっているというものであります。 

そのほか扶助費につきましては、それぞれ合併して事業の変動がございましたんで、なかなか数

字的には比較ができないというものであります。 

また、全体の決算数字をみましても、平成１６年度の決算と言いますと、大体歳出では３０６億

８,０００万円ほどになっております。今１９年度決算では、２７４億６,０００万円ほどとなりま

す。そういった点では、３０億円ほど経費は、歳出の金額は減ってるということであります。そう

した大枠の中で、ご理解を願いたいと思っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

ただいまの報告された数字の推移、大ざっぱに評価するならば、それなりの成果を上げてきてお

ると、このように受けとめていいのではないかと、このように思いますが、やはり当市の今後の収

支バランスというものを、いろいろと想定をしていった場合に、これまでも総合計画に関連して私

は行財政の問題を取り上げてきておりますけども、やはり厳しい視点で物事を想定をして、早目の

アクションをとっていくと。こういう視点から言うと、私はどちらかと言うと自然体の軽減ではな

いかと。評価は厳しいかもしれませんが、そういうふうに受けとめざるを得ないのではないかと。 

例えば職員数、あるいは事業絶対数の数の問題を言った場合に、当市の項目で列挙すれば、幾つ

あるかわかりません。１,２００件数か１,５００件数かわかりません。それが１７年に合併いたし

まして、そのままとにかく踏襲されてきて、今、４年目に入っておる。その間に、それぞれの所管

の扱っておる事業項目の中で、これはもはや時代に合致しないんではないか、あるいは市民サービ

スへの評価の点から言って、もう十分ではないか。そういったものを含めて、別の形で重点施策に

人、経費も充当していくと、そういうことの早目の対策が必要だと。 

こういうものを、これまでも折々申し上げてきたつもりなんですけども、そういう点からいきま

すと、やはり少しテンポが緩いと言いましょうか、ごく自然体のこれは減数ではないかなと、この

ように私は思います。後ほどの問題にも関連してきますので、まず今ほどの説明に対して、そのよ

うに評価をさせていただきたい。 

それから事業の見直し、あるいは行財政改革、具体的に今どのような組織があるんでしょうか。

今までも折々いろんな委員会、プロジェクト、お話を承っておりますが、少なくとも事業の見直し、

これに関する委員会、あるいは協議会、庁内あるいは外部も含めて、そういう組織というものは何

があるのか、お教えいただきたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

私の範疇で申し上げますと、いわゆる一番大きなところでは行政改革があると思っております。

行政改革の推進委員会、これは外部の市民の方の代表からなる委員会でございますし、これらの皆

さんから中心に行政改革の進捗について、また、毎年ローリングいたしております集中改革プラン

について、ご論議をいただいておるとこでございます。 

また、組織的な問題につきましては、今現在、庁内ではございますが、行政組織機構の見直し研

究会というようなものを、係長、参事クラスの職員１１人よりまして、今、組織見直しの研究をい

ただいておるところでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

事業の見直しという観点で、庁舎内の方で各庁内検討委員会でございますけども、財政関係から

申しますと、使用料、手数料見直し部会、それから財務会計システム見直し班等を設置をして、今

検討してるというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

今、２人の課長さんからの説明は業務内容、言うなら今取り扱っておる業務そのものを、どのよ

うにしてより効率的に運営と言いましょうか、推進していくかであって、業務そのものを今必要か

どうか、あるいは数年後には要らないんではないか。そういう視点の検討会というのは、あるんで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

業務そのものが必要かどうかというようなもの、それにつきましては事務事業評価ということで、

現在試行をやっております。一昨年からやっておりまして、現在、総合計画の実施計画事業につき

まして、それぞれ所管課から試行結果と言いますか、その評価案をちょうだいしまして、その中で

ヒアリングをする中で、この事業が果たして目的どおりの効果があるのか、ないのか、そういった

ものを検証させてもらって、その次の実施計画に反映をしてるというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

そういったものの折々の報告と言いましょうか、私どもは受けていないので、実際どの程度の進

捗なのか、どういう項目が対象になっておるのか正直わかりません。同時にまた、これも後のもの

に関連してきますけども、庁内で検討をしても、私は一定の限界点に達するんではないか。やはり

職員の皆さん方は、これまでやってきておる業務そのものが、漠然とと言うと失礼でありますが、

必要だろうなと。そして、こういう手当てをしていく必要があるんだろうな、そのためにこれだけ

の職員数が配置されていいんだろうなと。だろうな、だろうなという意識から、先ほどから申し上

げているような、先々のいろんなケースを想定した上で、前倒しでいろんな角度から見直しをして

いくという。そういう点で、私は庁内だけでは限界があるのではないかと思うんでありますが、私

のこういう認識に対して、どのようにお受けとめになりましょうか。どなたでも結構です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

大変厳しい言葉でありますが、合併して３年ということの中では、やはり１市２町それぞれの整

合を図るということに重点を置いてきたわけでありますし、もう１点は、先ほど言いました事務事

業の見直しをしております。 

ただ、やはりまだいろいろな観点の中では内部での調整ということで、議会、あるいは市民のと

ころへのそれらの評価や経過等はご報告してないですが、やはり早い時期に本番の実施をして、成

果等を明確にわかるようにしなきゃならんと思っています。 

それからもう１点は、全体の中では行政改革というものの中で事業を見ていただいてるわけです

ので、その中では民間の方の委員をお願いして意見をお聞きをしてるわけですが、まだまだ全体の

中では、進歩は遅いのかなという感じをしておりますので、野本議員の意見につきましては、また

内部で話をさせていただいて、なるべく早い時期に、いろんな形で情報を流していきたいというふ

うに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

これまでもどなたの質問に対しても、今、部長がおっしゃられたような回答と言いましょうか、

答弁がなされて、しかし、その後の議会に対する情報提供、報告、そういうものがあまりなかった

というふうに、私は受けとめざるを得ないと思うんです。 

それぞれ各常任委員会、閉会中の委員会等もあるわけでありますので、所管のところでこういう

委員会で、庁内委員会であれ、外部も含めた委員会を開催をして、主要なところぐらい都度、都度、

私は報告があってしかるべきではないか。また、そういうやりとりの問題について委員会として、

また各議員の皆さん方が日ごろ受けとめとること、あるいは市民から聞いてるようなことも参考的

に意見が述べられる。それをまた皆さんの方で有効に、参考にして活用していただく。それが議会

と、行政のスムーズな、円滑な関係というふうになるのではないかと思うんでありますが、次年度

以降のことも含めて、現時点で、今、私が申し上げたようなことに対して、どのようにお受けとめ

になりましょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

お話がありましたように、主要な民間等の委員の方にお願いしとる委員会等あるわけですので、

それらについては逐次、報告できるところは早い時期に、広報、あるいはいろんな手段で報告をし、

また、議会等にもお流しをしていきたいなというふうに思っています。 

特に合併をしまして、それぞれの地域審議会等で、いろんなそれぞれ地域の主要な課題を話をし

ていただいております。それらのことも要所、要所のこと、あるいは非常に将来にわたることも、
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中にはお話をいただいておりますので、それらにつきましても広報、あるいはホームページ等を通

じて、お流しをするように努めていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

回答の中身は、これまでのパターンと、私は変わっていないように思うんでありますが、今部長

がおっしゃったようなことを、必ず今後着実に取り組んでいくようにしていただきたいというふう

に思います。 

これまでも仄聞的には、今庁内で１０前後でしょうか、各種委員会があるようでございます。そ

うやって職員の皆さんが、一生懸命に内部検討されておるんでしょう。そういうものが全く議会に

映ってこない、反映されてこない。これを私は極めて残念な現象だなと、このように思っておると

ころであります。 

ぜひひとつ今後、次年度は合併して５年目に入ります。極端に言えば中間点で、迎える１０年後

は、今度は後半期に入っていくわけです。少なくとも向こう１０年後には総合計画実施計画で、こ

ういう姿に我が新しい糸魚川市は生まれ変わってきます、住みよいまちにしていきます、こういう

ものを提唱されたわけであります。それを市民も受けとめたわけです。そして合併して、なるほど

よかったなと。そういうことで、皆さんも一生懸命努力されているわけでありますから、そういっ

たものが議会でも、一般市民の方々でもよくよく映るような、そういう点ではもう少し色気を出し

ていいんではないか。あんまりくそまじめオンリーだけでなくて、そういった野望的なセンスも、

私は持ち合わせてもいいのではないか。この辺、もし了とされる部分があるならば、次年度以降、

ひとつ具体的にそういう姿が映るようにしていただきたいと、このように重ねてお願いをしておき

たいと思います。 

それから、職員数につきましては先ほどの報告で、合併直後から３カ年で４７名ほど減員という

ことでありますが、これにつきましては、当初の１０年後に約１００名減、それから最初は退職補

充３分の２、それを市長の方針で３分の１と、こういうふうに厳しい対応をされてきておるわけで

ありますが、この人員減、職員数の変遷について、今現在、どのように受けとめておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

確かに合併後１０年で、１００人という１つの目標があるわけでございまして、今現在のときに、

３分の２と申されましたけども、当初、２分の１ということで目標を掲げておりまして、今現在、

平成１９年度の採用からは３分の１ということで、スピードアップを図りたいということで、今進

めておるところでございます。 

今のところこの３カ年で、４７名の減員ということでございますので、１年平均、大体１５人以

上削減をしてきたというふうに考えておりまして、このような形の中で、１０年後に１００人の目

標に対して進めていかなきゃいかんと、こういうふうに考えております。 
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ただ、しかしながら全体の人員管理、適正管理の中におきましては、人を減らすばかりではない

だろうと思っております。今の事務事業、あるいは事業の民間委託等々も考えていかなければ、当

然行政、これも１つの中では人とのつながりが、これは大きいわけでございまして、ただ職員を減

らしていけばいいのかなという疑問もあるわけでありまして、そういう中では業務委託、あるいは

民間委託といったものもあわせて進めていかないと、なかなか職員を削減していけないというふう

には考えておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

私、前回の一般質問で、新しく制定された財政健全化法に基づく数値の云々ということで、当時、

財政課長の方から、９月ごろには公表できますと、９月議会までに国の方に報告せないかんわけで

すから。ということで出た結果につきましては、いただいたわけでありますが、幸いにして４指標

とも比較的、現時点の数字と新しい法に基づいて少し余裕が出てきて、判断基準が少しアップした

と言えばいいんでしょうか、緩やかになったというか。そういう点から比較すると、まあまあのレ

ベルに、幸いにしてあるなと言えるんでありますけども、これかて今後のいろんな経済情勢、当糸

魚川市における産業界の動向、もちろん国からの交付金の増減の推移等にもよりますけども、大変

厳しい財政になってくることは間違いない。 

同時に、またニーズとしては、私は一般経費と言うんでしょうか、市の保有する各種財産、きの

うも出ておりましたが、例えば校舎の増改築、あるいは道路の補修、あるいは旧能生、青海町で言

いますとガス水道管、もうそろそろ埋設して何十年たちましょうか、場所、場所によっては取りか

え等、そういう市民生活に直結する、あるいは教育、福祉に直結する各施設の手当てというものが、

私はこれからどんどん出てくると思うんです。そういうものを想定いたしますと、決して今回の数

字を喜んではおられないではないか、このように思うんでありますが、少し先を想定した上で、今

回の数字に対して、どのように評価されておりましょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

まず今回、財政健全化法によりまして実質公債費比率、計算方法が変わりました。そういうこと

で１６.８％という数字になりました。これが１８％を超えますと、公債費適正化計画というもの

を県に提出をして借金をしなきゃならんということになります。また、２５％が早期健全化基準で

すし、３５％が財政再生基準というものであります。 

昨年の１７.８から比べますと、好転したようになりますけども、ただ、これは当市の財政状況

がよくなったわけではなくて、国の方の計算方法なり基準が変わったというものであります。した

がいまして、当市の財政状況は従前どおりなわけですけど、そういった点では、ただ、国の法律的

な縛りの上では、若干余裕ができたというふうな状況であります。ただ、１つ考えられますのは、
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これ全国的にもそういう傾向になりますので、その辺で、今月末に一応国の方から発表されます全

国の数値、それを見た中で当市の財政状況、それの比較の上で、また再検討しなきゃならんという

ふうに考えております。 

ただ、もう１つ心配されますのは、これだけ市町村の基準が緩くなったということで、逆に国の

方では、市町村なり地方の財政状況が悪くないということで、逆に地方財政の縛りを厳しくすると

いう可能性も考えられるということで、その点も心配してるところであります。 

そういったことで、先ほど今後の財政事情と言いますか、行政事情等の関係になります。確かに

学校、それから保育園、それから集会施設、体育施設等の耐震化と言いますか、そういうものが非

常に急務になっております。そういった点も踏まえまして、今回、総合計画の実施計画の中で、あ

る程度、財政的な推計をさせてもらって、どのように対応できるかということを、検討したいとい

うふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

私もそういう実は認識で、決して安としておる状況ではないというふうに思っております。 

この前も申し上げましたとおり、やっぱりこういうデータはきちっと庁内で周知徹底をして、我

が市の財政状況はこうで、将来こうこうこうなる。したがって、こういうふうにしていかなければ

ならない。そういうものを留意して、各セクション、セクションでいろいろと事業展開するときに

留意をするような、そういう雰囲気づくりを、きちっとこれを材料にして進めていっていただきた

い。 

それから、今度は部長制の問題でございますが、先ほどの市長の答弁で一定の評価をされておる

ようでありますけども、正直に申し上げまして、この議場でのやりとり、それから各委員会での私

どもとのやりとり、こういう中で必ずしも部長の職責として十分全うしておるかどうか、こういう

疑念をしばしば見受けております。これは私一人かもしれません。 

したがいまして、もう少し部長職として所管の課をきちっと把握をし網羅して、重複しないよう

に、それぞれのセクションできちっとやるべきことはやって、連携するところは横の連携という、

そういう具体的な指示、調整、あるいは部長としての決断、そういうものをきちっと構築して、初

めて副市長なり、市長なりに提言をしていくというシステムのために、私はあるんだろうと思うん

です。 

そういう点でいきますと、まだ正式には２年たちませんけども、２年目に入っとるんでしょうか、

これから途につくことという現時点での評価しか出てこないかもしれませんけども、今、私が申し

上げたような点につきまして、改めてご答弁があれば、お聞かせ願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 
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議会、また委員会には、そのようにお映りになってる点があるかもしれません。しかしながら、

ご理解いただきたいのは、関係する課をやはり調整をしたり、連携をとったりしていることも事実

でありますし、私といたしましても指示を１つに出せば、そういった連なる課については、その中

で調整をいただけると思っておりますし、またご存じのように、全国、また県内が合併をいたしま

して、執行部としては非常に忙しくなっている部分もございまして、いろんな面でこの調整等もあ

るわけでありまして、我々は非常に外へ出ることもあるわけでありますが、そういったときの調整、

または同行しながらそういった連携もとりながら、また我々の三役、四役の代理も、やはりそうい

ったところで出てもらう部分も結構多いわけでございまして、私といたしましては、非常にこの新

市の中の動きの中では、これは活動しておると評価をさせていただいとるわけでございます。 

しかしながら、今、議員がご指摘のような点もあるというわけでございますので、そういった点

については、これからもやはり改めていく部分もあるのかもしれませんが、私はこのまま続けてい

ただきたいと思っとる次第であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

市長がそういう現時点の評価でございますので、それがさらに大きな成果となるように、それぞ

れの立場、持ち場で職責を果たしていっていただきたいと思います。 

私が若干懸念するのは、部長職の職責が十分果たされておるかどうか。それと相まって部内の各

課長さんたちの職責が、どのように変わってきておるのか。課長は課長の当然職責はあります。変

に言えば部長に頼っておると、そういうようなことがあってはならないわけですので、課長は課長

の職責をきちっと果たしていただき、職員は職員できちっと自分のノルマを果たしていただく。こ

の三者が完全に一本化になって、初めてその課の業務というものが、部の業務というものが円滑に

進んでいくと思うんであります。お互いがお互いを批判するような、そういう状況のないように、

十分なる空気の相互交流ができて、そして１つ１つ業務が着実に前に進んでいく、そういうひとつ

庁内体制に心がけていただきたい。たびたび申し上げて恐縮でございますが、重ねてお願いをして

おきたいと思います。 

そこで３番目、本題でございますが、今、市長の答弁にもシステムの概要を触れておられますの

で、私の方からいちいちは申し上げません。 

先般、私ども新政会として政務調査で、滋賀県の高島市に行ってまいりました。ここでは既に全

国で２６の市で、このシステムによる事業仕分けを行っておる。そしてインターネットでちょっと

調査したところ、本年度も１２市町で行われる。まさに全国的に、この手法による事業見直しが展

開されておるのではないか。 

まだ緒についたようでありますけども、国の単位では文部科学省、一部の部分について、この手

法が検討が、見直しがされておる。今後、さらに省内では、拡大をしていきたいというようなコメ

ントも見たような気がするんでありますが、こういう時代にひとつマッチした事業見直しのシステ

ムがあって、私はそんなにお金がかからないように承ってきました。 

専門家のコーディネーター、それから市民から選抜される過去の経験者、その道の知識人、そう
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いう方々が評価員になっていただくわけでありますけども、あくまでも必要費用しか出してない。

いわゆる民間に丸ごと委託するということではございませんので、最低の経費で、すごい効果が出

てきておる、こういうふうに実は勉強をしてきたわけでございます。 

高島市でも１７年度にスタートして、初年度で１０％、約２７億円の一般経費を軽減し、その後

も１億円前後、毎年やって、次年度の予算に反映しておる。それが数字的に着実に実績として上が

ってきとる。あるいはまた、もう３回やっておりますので、例えばもっと今度は事業の大きいもの、

１,０００万円以上の事業を抜粋をして、それをこの事業仕分けのシステムで専門家の意見を聞い

て、それをまた市民も傍聴して聞いておられるわけでありますが、そういった雰囲気も総合して、

翌年の予算の中で事業の見直しがされる。すなわち、やめるか民間に委託すべきか、あるいは継続

するけども、もう少し見直ししなければならない、あるいは現状をさらに今後も継続していく、こ

ういう４つに分類して、最終的に行政が判断をして、翌年の予算編成の折に反映をしておると。 

私はシステムそのものは、そんなに難しいことでもないし、それから経費も多額なものを要する

というものでもないし、今、全国的に１つの手法として、積極的に取り入れられておる。こういう

ことを実感をしてきたわけであります。もう一度この手法の取り入れについて、事務方の方でも結

構でございますが、お考えをお伺いしたいと。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

先ほど市長の方からも話がありましたように、市長から、この制度につきまして研究するように

ということで指示をちょうだいしました。そういったことで、今、高島市もそうですし、新潟県、

それから新潟市もやってるということでありまして、その辺の資料を収集して、今勉強してるとい

うとこであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

少し重複するかもしれませんが、なぜ各自治体がこのような手法による具体的な成果を求めた活

動を進めておるかと言うと、これはもう言うまでもございませんが、国の三位一体改革に伴う交付

税とか国庫補助金、今後どうなっていくか。少なくとも厳しくなっても、甘くなることはないんで

はないか。また自主財源、これも市民税であれ、法人税であれ、固定資産税であれ、その時々の経

済状況によって増減があるわけであります。そういったことも当然、厳しい財政状況のときに、自

覚しとく必要があるんでないか。 

先ほど課長もお話ありましたが、合併直後で、まだ旧自治体のやってきた事業をそのまま通して、

場合によったら重複しとる部分も私はあるんではないか。各事務所でも、例えば私の要件なら私の

要件を受けとめて、インプットしたりなんなりしとる。それがまた本庁の方でも、同じようなこと

をやっとる、例えばの話ですよ。そういう意味の重複事業というものが、まだあるんではないか。
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これはやっぱり根本的に、見直していかなければならないと。こういった共通した状況から、何遍

も申し上げる、今や４０市に近いところで、本システムを取り入れてきておる、また取り入れよう

としておると、こういうことでございます。 

ぜひひとつ前向きに検討するというように、私は受けとめておりますので、ぜひひとつ具体的な

取り入れを、お願いをいたしたいというふうに思います。 

時間がありませんので、次、２番目の問題でございますが、先ほど市長が、特に２番目の浦本の

工事の問題について、中身も少し触れられております。 

約７年間、交通規制が８号線、迂回路のないところで工事が行われるわけです。当然、それによ

って影響を受ける人たち、事業家、たくさんあるわけです。そうなりますと、私はガス水道局は工

事に専念していただく。安全に仕事をしてもらい、地域の方々に迷惑かけないような、そういうフ

ォローをガス水道局が一生懸命に汗をかく。 

一方、企業支援室は、利用する企業、あるいは通勤者も含めてですが、そういった人たちへのフ

ォローを。せっかく支援室ができたんですから、今までは協力をして、あるいは支援をしていくと

いう、そういうことを大きな目標にして、取り組んでおるわけでありますが、今回は市の事業であ

ります。市の事業として、迷惑をかけるわけでありますので、市の方から今度は逆に関係者に、ぜ

ひ協力をしていただきたい。 

そのために市としても、これだけの対外的な関係機関と協議を重ねてきました。その結果、最大

公約数として、こういう時間帯、こういう期間、こういう通行方法でしかやれません。ついては、

ぜひひとつ協力していただきたい。こういうことで周知徹底、協力要請、パンフレット、直接訪問、

各業界の何とか協議会とかあるはずなんですが、業界ごとの、そういうところへ行って、こういう

計画なんで、工事なんで、ぜひこの間、協力していただきたい、こういうことで足小まめに。それ

から広報も含めて担当するのが、私は企業支援室が妥当なんではないかと、このように思い、今回

の質問であり、強い要望として出させていただいたわけです。 

そういったギブ・アンド・テイクの関係を、常に日ごろからきちっとやっておることによって、

先ほど市長もおっしゃられた円滑な情報交換なり、いろんな具体的な支援というものも円滑にいく

のではないか。その一環として、新しい業務として、市単独の事業の場合の交通規制の場合は、企

業支援室が担当してはいかがかという趣旨でございますが、いま一度ご答弁いただきたいと思いま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

まず、企業支援室の目標として、私どもは２つ掲げております。１つ目は、議員おっしゃるよう

に企業の総合相談窓口として、各種の企業振興に伴う相談業務を受けて、さらには関係機関と連携

しながら、既存の企業振興を図りたいという考えでございます。２つ目は、企業の発展につきまし

ては、そこに働く人たちの人材育成が重要という考え方から、労働環境の整備、充実を目的とした

労働行政を行うと。この２つをもって市内の企業、さらには労働者の皆さんへの働く場を、考えて
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議員のご提案の企業支援室の業務でございます。我々、企業支援室では、企業が抱えているすべ

ての問題が、企業支援室で解決するという考えは持っておりませんが、相談をいただければ庁内関

係課と協議や調整には、可能な限り努力していきたいというふうに考えておりますし、今のような

事業につきましては、我々は情報を入手した段階で、関係課と調整をしながら、必要な企業には情

報発信し、またお願いをしてまいりたいというふうに考えておりますし、今後とも積極的に、いろ

んな市の事業につきましては関与する中で情報収集に努め、企業に情報発信をし、お願いをしてま

いる体制で考えていきたいというふうに思います。 

いずれにしても、この４月から設置された企業支援室でございますので、まだまだ皆様に至らぬ

点もございますけれども、どんどんご意見をいただく中で、体制を充実させていきたいというふう

に考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

申しわけございませんが、私は今の答弁はありきたりな答弁だというふうに受けとめざるを得ま

せん。具体的に私は、もう来年から工事が始まるんです。もう直ちにこういう状況にかんがみ、こ

ういう努力をしたけれども、こういう内容で通行規制をさせていただかなきゃならないということ

で、ともあれどこかが動かないかんわけです。それを私は企業支援室でおやりになったらどうです

かと、今後のいろんな業務全体のかかわりを考えたときに、１つのサービス事業の広い意味では一

環として、そういうことのお願い事もしていいのではないかということで、具体的に直ちにという

ことを前提にして、ご質問と要望ということで出しておるんですが、もう一度お聞きします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

課長は自分の今所管の中の、答弁という形の中でなったのかもしれませんが、ご存じのように企

業支援室は、今年度からなったわけでございますが、一昨年からそういった配置をさせていただき

ました。と申しますのは、今まではどちらかというと受け身の体制であったわけでございますが、

それではいかんということで、各企業、各市内へこちらから出向いて情報収集しようと。また情報

収集が、これからの行政のいろいろまたヒントになるだろうということで、動かさせていただいた

わけでございまして、その中には、やはりこちらからの情報を持って出てもおるわけでございまし

て、そういった今流れをつくってまいっておるわけでございます。そのようなことから、またこう

いう形がいいだろうということで、ことしから支援室をつくりました。 

そして今、議員ご指摘の点についても、私は非常にありがたいなと思っております。そういった

出向いて行くには、やはり聞くだけではなくて、こちらからも持って出ることが大事なわけでござ
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いまして、そのいい項目をいただいたと。そして、それをやはり１つの行動のもとにして、また、

いろんな情報をいただけるわけでございますので、これは関係ある企業と、今、課長は言いました

が、関係あるなしにかかわらず、市内の企業には、そういった情報提供をしながら進めていきたい

と思っております。 

これは一気にはできないかもしれません、人間の数も限りあるわけでありますので。ありとあら

ゆるやはり情報発信できるものを使う中で、そういうものをしていきたいと思っておりますし、今、

担当といたしましては１０年を７年に短縮をして、またその中でも、いろいろまだ工夫をさせてい

ただかなくてはいけないんだろうと思っております。 

また、いろんな皆様方からご提言をいただく中で、どれだけでもやはりそういった皆様が危惧す

る点については、対応してまいりたいと考えてる次第でございますので、今、議員がご指摘のよう

な方向で、進めるよう努めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

時間が来ました。１番目の事業仕分け、これはぜひ実現するように私は注目をして、場合によっ

ては、また機会を見て質問させていただきたいと思います。 

２番目の問題につきましては、今、市長の前向きなご答弁で、多分、そういう役割も企業支援室

としては担ってくれるんではないかというふうに期待をして終わりといたしたいと思います。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、野本議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

１１時５分まで暫時休憩いたします。 

 

〈午前１０時５５分 休憩〉 

 

〈午前１１時０５分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、平野久樹議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 〔７番 平野久樹君登壇〕 

○７番（平野久樹君） 

新政会の平野久樹です。 

今回、私は業務の民間委託への取り組みについてと、消費生活センターの設置についての２点を

伺いますが、いずれも国の方針として新聞などで取り上げられ、各自治体の対応が注目されている
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話題であり、職員が種々発信される情報に対し感性を磨き、いち早く対処して業務への取り入れ可

否を判断しているのか。このような観点からも含めて伺っていきます。 

それでは発言通告書に基づきまして、１回目の質問をいたします。 

１、業務の民間委託への取り組みについて。 

自治体業務の民間委託については全国的に広がっており、当市においても行政改革実施計画の中

にも盛り込まれ、既に実施されている業務もあります。 

民間委託への取り組みの目的として、行政のコスト削減とサービス向上の両立が求められて、財

政運営が厳しくなる中で市民サービスを継続するには、出来るものから早期に取り組む姿勢が重要

と考えます。 

行政改革実施計画の集中改革プランでは、事務事業の民間委託の検討や保育所・幼稚園の統合・

民営化の検討、指定管理者制度の充実など多くのテーマが取り上げられており、大半が平成２０年

度に方針の決定や実施となっております。 

当市が現在取り組んでいる民間委託についての成果と、今後に向けた課題などを伺います。 

(1) 行政改革実施計画の集中改革プランの中で、職員給与関係の総務事務や車両の運転業務な

どで外部委託を実施したとありますが、その具体的内容と効果、今後の展開方法は。 

(2) 現業公務員の給与水準見直しが総務省より通知されていますが、当市の対応はどのように

なっているか。 

(3) 職員の特殊勤務手当を実施している業務に対して、民間委託との関連ではどのように検討

しをているのか。 

(4) ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ、官民連携）と呼ばれる手法が自

治体において注目されているが、当市においてはどのようにとらえているか。 

２、消費生活センターの設置について。 

２００９年度の「消費者庁」設置に伴い実施される、地方自治体による消費者行政の抜本的強化

支援策の中で、「消費生活センター」を新設する場合、臨時交付金制度を来年度から創設すると打

ち出されましたが、昨今の食品偽装や振込め詐欺など、市民の身近で起こる多くの問題に対し、当

市における対応をお伺いいたします。 

(1) 昨年度、消費生活センターに関連した苦情や相談は、当市において何件受け付けたか。ま

た、当市に関係したもので、県や上越消費生活センターには何件報告されているか。 

(2) 苦情や相談を受け付けた場合、どのように対処しているのか。 

(3) 国の支援策を受けて、当市で設置に向けた検討は行ったか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

平野議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の業務民間委託の１点目、行政改革実施計画の集中改革プランでありますが、車両の運転

業務につきましては、退職による運転員の減に伴い、平成１８年度から市所有バスの運転業務の一
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部を民間に委託し、経費の削減を図っております。 

今後も実績を検証し、引き続き車両の運転業務の委託を進めてまいります。 

職員給与関係の総務事務につきましては、給与制度の変更に迅速に対応するため、給与会計シス

テムの改修として外部委託を行い、一時期に集中する事務の軽減を図っております。 

２点目、現業公務員の給与水準の見直しにつきましては、総務省の通知を受けて、本年４月に糸

魚川市技能労務職員の給与等の見直しに向けた取り組み方針を策定し、公表いたしたところであり

ます。 

内容については、当市の技能労務職員の給与等の現状と今後の基本的な考え方、取り組み方針等

を示したものであり、可能な業務については民間委託を推進するとともに、原則といたしまして退

職者は不補充とするものであります。 

３点目、特殊勤務手当を支給している業務と民間委託との連携につきましては、手当の廃止や業

務の委託の見直しを検討してきたところであり、今後も住民サービスの低下を招かないように留意

をし、行政が行う業務と委託が可能な業務等を再度精査し、個々の業務ごとに適切な対応をとって

まいりたいと考えております。 

４点目、行政と民間が連携をして行う事業、いわゆる官民連携につきましては、当市においては

指定管理者制度の導入、事務事業の委託等に取り組んでまいります。 

今後につきましては、さらに効果的な官民連携の推進を図ってまいります。 

２番目の消費生活センター設置の１点目、昨年度の消費生活センター関連の相談件数につきまし

ては、当市で受け付けしたものは１１２件、また、当市にかかわる相談で新潟県消費生活センター

に寄せられたものは１００件、上越市消費生活センターでは１５件であります。 

また、当市で受け付けた相談の７割程度が、架空請求はがきの対応など簡易な相談であります。 

２点目、苦情や相談を受け付けた場合につきましては、担当職員が内容を聞いた上で、解決方法

や対応策について、説明や助言をいたしております。特に相談内容が複雑なもの、本人や当市の対

応だけでは解決が困難なものにつきましては、専門の相談機関や窓口、弁護士相談など、適切な相

談機関を紹介いたしております。 

３点目、設置の検討につきましては、現在、国から消費生活センターの設置基準等の詳細が示さ

れていないため、検討の段階に至っておりません。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

それでは、２回目の質問に入ります。 

業務の民間委託への取り組みについてでありますが、いま一度効果の確認ということになるわけ

ですけども、職種として総務事務、あるいは運転業務などは外部委託が可能ということで、今回、

既に実施をされたということであると思うんですけども、実際に導入をしてみて業務としての不都

合、あるいは問題等があったかどうか。さらに、仮に問題があれば、どのように対応したのかとい
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うのを、まずお伺いする。そして集中改革プランの中には、既に定型的事務の電算処理、施設の清

掃や保守点検、専門的、臨時的事務事業などは、民間委託を推進してきましたとあります。という

ことは、かなりの部分で民間委託が推進されておるというふうに考えてよろしいかどうか、この

２点をお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えを申し上げます。 

まず１点目でございますが、いわゆる総務事務の関係でございますが、これは外部委託という言

い方が適切かどうか、ちょっと迷うところでございますが、いわゆる給与計算システムの改修とい

うことで、まずご理解いただきたいと思います。これは電算業務の中で、いわゆる職員が直接手入

力していたものを、システム改修によって一定の成果を上げるという形でのものでございますので、

いわゆるほかに会社に、その部分を委託をしてどうのというものではございませんので、まず１つ

ご理解いただきたいと思います。 

それから、これは特に我々の所有している市有のバスの運行についてでございます。いわゆる車

両係の職員、現在は５人おるわけでございますが、年々退職によりまして、基本的には補充をいた

しておりません。したがいまして市有バス５台、今現在あるわけでございますが、それらを糸魚川

バス株式会社の方へ委託を申し上げまして、その中で職員の補充してない部分の委託を、お願いを

して来ておるところでございます。 

問題点があるかということでございますけども、総務事務についてはそういうことでスピードア

ップと言いますか、いわゆる間違いのない給与計算という点では、それなりの一定の成果があると

いうふうに考えておりますし、また最近、国家公務員等をはじめとする給与の改定が予想されてる

ところでございまして、そういったものにも、ある程度対応できるような形でのものを考えていき

たいと。今後も、そういうふうに考えてるとこでございます。 

またバスについては、糸魚川バスといういわゆる専門のそういったところへの委託でございまし

て、基本的には今の段階では、問題は発生していないというふうに考えてるとこでございます。 

それから、いろいろ民間委託をしておるといを実態でありまして、これについては合併後という

ことになりますと、なかなか具体的にこれだというものは、今のところまだ出ておりません。旧市

町の段階から、特に糸魚川市におきましては、例えば清掃業務の完全な民間委託でありますとか、

そういったものを続けてきたわけでございますし、それによって市民サービスが低下しないように

というような形で、対応してきておるというふうに考えておるとこでございます。 

なお、今後の民間委託という形になりますと、今、平野議員もおっしゃいましたし、また、行革

の集中改革プランの中にもありますとおり、例えば保育園等の統合、あるいは公設民営というもの

が図れないかどうか、今庁内で研究をしてるとこでございますし、また、将来的にもいろいろな業

務の中で、技能的な業務の中で、民間委託ができないかというようなことについて、具体的に研究

をしていかんならんということで、今研究をしてる最中でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

先ほど集中改革プランの中に書いてある部分は、私が勝手に言ってるわけじゃなくて、皆さんが

これを資料としてまとめたものですから、まずその辺は誤解しないでくださいね。私が勝手に、こ

れをやってくださいと言っとるわけじゃないですから。 

それで今の話ですと合併をしてからは、まだなかなか進んでないということのように回答があっ

たように思うんですけども、合併前も含めて、民間委託を導入してある業務において、現在の職員

の皆さんと、委託されてる方との比率というのは把握をしておりますか。民間委託でどれぐらいの

比率が、この業務の中で行われているかというのは。把握をしていたら、教えていただきたいんで

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

残念ながら、把握いたしておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

やはり何事にもそういったところを、業務がどれだけのボリュームがあって、それで完全委託ま

て進めるんだということであれば１００％と答えてほしいわけですし、その１つの業務に対して、

まだ５割程度かなというような数字で、今後とらえていっていただかないと、民間委託は進めます

ということは、どこにでも書いてあるんですよ、皆さんのおつくりする資料は。ところが、どうや

って、あるいはどのくらいまでに、何％進めようかというのが、ほとんどの資料に抜けてるんです

ね。ですから、やはり数値でやっていただきたいな。 

次の質問も、そうなるとあまり把握をしてないかもしれないですけど、業務を導入したときに、

問題なく民間委託を導入できたと。そうなった場合に、やはり市民の目から見ると、民間委託に移

すというのは金銭的、要するに人件費が委託先の経費に変わるわけですから、それが比較をしてプ

ラスというのか、削減されているのかというのを、要するに金額で把握をしていたら、紹介をして

いただきたいんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

先ほど申し上げましたように、旧糸魚川市においては清掃業務の委託というのが、これが一番大

きいだろうと思います。ただ残念ながら、私、手元に今その資料を持ち合わせておりませんが、清

掃業務に従事していた職員がおるわけでございまして、それらがすべて退職とともに不補充で、今



－ 231 － 

＋ 

現在は民間に全委託いたしておりますので、当然その部分については人件費をはじめ削減になって

おるというふうに考えております。具体的な数字はちょっと、今持ち合わせておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

私、これは皆さんの努力を今把握をしようと思って、確認しているんですよ。それでね、やはり

把握をしておりませんじゃなくて、こういう質問が出てるわけですから、まずはやっぱりそういう

データを皆さんもどんどん紹介するように、これだけプラスなことをやってますよということを、

まず聞いてみたかったんですね。 

そういうために、これ質問を用意したんですから、今後ぜひこういう質問が出たら、皆さん、今

までこれだけ苦労したかいがあって、これだけの効果があるんですよと紹介をしていただきたい、

ぜひ。これは職員の皆さんも、やはり苦労されてるという結果ですから、ぜひお願いしたいなと思

います。 

先ほどもちょっと触れてましたけども、集中改革プランの中で、今年度方針決定、あるいは実施

しますという項目が数多くあります。ほとんどのところに書いてあるんですけども、どのような進

捗、検討の状況というか。ことしも方針を決定しますというのが、ほとんどですから。 

例えば主な業務として挙げられてるのが、主要路線のパトロール業務、あるいは学校管理業務、

学校給食調理業務などは今年度方針決定となってます。もう２０年度、真ん中まで来てますから、

どれぐらいの進捗、検討の状況なのか教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山﨑建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 山﨑利行君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（山﨑利行君） 

主要道路のパトロールでございます。これにつきましては、当初、民間委託ということを検討し

てまいりました。しかしながら、適正な職員管理というようなもとの中で、まだまだ職員の中で血

と汗を流せというようなご意見もございます。そういう中で、当面は現職員の中でパトロールを精

力的にやっていくと。また民間企業、並びに地域の皆さん方からも、いろんな道路に対する対応と

いうようなものが生じた場合には、連絡をいただくというようなことで、逐次、会合等でお願いを

しているところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸教育総務課長。 〔教育委員会教育次長教育総務課長 山岸洋一君登壇〕 

○教育委員会教育次長教育総務課長（山岸洋一君） 

後段の部分についてお答えをいたします。 

学校での調理員と、それから学校管理員という部分でありますけども、調理員の部分につきまし

ては、今、手を挙げられた業者さんがおりまして、そこからの見積もりを聴取をし、ほとんど今は

臨時の職員が多いわけですけども、一般職を含めたところの比較をさせていただいております。 
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前提としては、ただその業務ができるということだけではなくて、品質ということが学校給食の

場合は強く求められてきますので、その辺を念頭に置きながらの比較もしてまいりたいというふう

に思っております。 

それから管理業務でございますが、今度管理ということになると、言ってみれば個々の派遣業務

的な、大概は１人なわけですけども、ある学校へ管理員さんを派遣するということになりますので、

あくまでこれは検討するということになってますが、まずそういった派遣の形の会社と言いますか、

そういった業者がシルバー人材センターがいいのか、あるいはそれを業とする業者さんのそれに頼

ったところがいいのか、その辺がありますけども、その辺についての業者選択と、何らかの形の比

較をさせていただきたいということで、進めているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

今、主な業務で３つとも、なかなか進まないようなことがあげられてます。これは例えば集中改

革プランの見直しとかというのは、これはやっていかないといけないですよね。もうあそこに、

２０年度に方針決定とか、実施というふうに書いてあるんですよ。ところが、今のご答弁を聞きま

すと、どうも進まないような気がしてる。そうなると、やはり見直しなんかが必要になってくると

思うんですけども、この辺の進め方は、どういうふうに行いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

行政改革推進プランそのものは、１つの計画としてあるわけでございまして、それをまた毎年度、

３カ年でどういうような形で進めていくかということで、毎年度ローリングしながら実施計画を立

ててきておるわけでありまして。したがって、その中での進捗状況というのは、毎年、関係課から

上がってくるものでありまして、その中でそれぞれ分析しながら、来年度はどういう形で進んでい

くか、あるいはいろいろな諸所の問題が出てまいると思いますけども、そういったものに対して、

どうやって検討するかということで、毎年度ローリングしていくということで、見直しをしていく

という形で進めております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

課長ね、集中改革プランを読んでますか、本当に。いいですか。これは１９年度に出たやつが、

１８年度当初の案よりも進んでるんですよ。方針決定というのは１８年度に出てきた、私ら行政改

革の特別委員会でしたよね。その中で最初に出てきたところでは、方針決定とか具体的なものが書

いてなかったんですよ、まだ、年数は書いてありましたよ。ところが、今回出てきた集中改革プラ

ンには、あえて方針決定、あるいは実施というふうに、前進した形で書き込まれているんですよ。 
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今の答弁を聞くと、どうも進まない。毎年見直ししますと言うんなら、これは毎年本当にやって

るのかどうかというのが疑問になりますよね。本当に真剣に読んでますか、これ、課長さん。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

何回も同じ形になりますけども、そういうような形で、いわゆる年度、年度に、それぞれ目標を

定めながら進めていくということでございますので、よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

ぜひ進捗というのをしっかりと、確かに自分の課ではないかもしれないですけど、ほかにまたが

る課のいろいろな業務になるわけですから、しっかりとやっぱり管理するというシステムをつくり

上げていただきたいなと。 

そして、この民間委託だとか、民営化ということになると、当然、職員の皆さんにもかかわって

くる問題ですから、今ここに挙がっているような問題で、職員の皆さんに対して不安を取り除くと

いうような説明を、例えば総務の方々が、あるいはその担当の業務の方々が、職員の皆さんに行っ

ているかどうか、その辺をお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

今の段階で具体的な、例えば何年度からというような形での検討に至ってないのが多いと思って

おりまして、例えば職員の配置に関する、そこまで至ってないんでないかなという気がしておりま

す。 

ただ、先ほど調理員でありますとか、管理員関係については、退職不補充という中におきまして、

削減をさせていただいておるわけでございますので、例えば現行お働きになってる職員が、路頭に

迷わないようにしていかなきゃいけないと思っておりますし、当然その前には、いろいろな形の中

でフォローをしていかんならんと、また話もしていかんならんということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

平野議員さんがおっしゃられるように、確かに行革の実施計画の確認というものは、おろそかに

なっているというふうに感じております。 

総合計画の実施計画と同じように４・四半期ごとに、その実施の状況について確認をして、その

計画に挙がっているスケジュールに間に合っているかどうか、間に合ってない理由は何かという検
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証というものが、大事だというように感じておるところでございます。 

それと、もう１つは取り組みの目標設定というものと、もう１つは成果の目標設定というものの

２つが必要であろうということで、平野議員が指摘をされるとおりだというように感じております。

この計画書では、取り組みのスケジュール的な目標設定はしてありますけれども、具体的な成果の

目標設定というのが、若干抜けている部分があるかというように感じております。 

それから、もう１つは職員の処遇についての検討というものも、当然していかなければならない

し、また、民間委託をする場合の業者との協議と、そういうものも進めていかなきゃならんという

ふうに考えておりますので、やはり今おっしゃられるように行革の実施計画でありますので、４・

四半期ごとの確認作業というものを、確実にやるように指示をしてまいりたいと、こう考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

よろしくお願いします。 

具体的な、まだ段に至ってないというふうな課長の答弁ですけども、私はそうではないと思いま

すよ。ですから、これをきょう聞いてるわけで。集中改革プランに、今年度方針決定とあった時点

で、仮に私が職員だったら、その時点で不安ですよね。私の仕事が民間に委託されるとなれば、そ

したら上は、どういうふうな考え方を持っているんだろうと考えるのが、私は自然なのではないか

なと思って確認をしてみたんですけども、どうもそういう考えを持っておられないみたいなので、

今後ぜひ、やはり職員の皆さんのことも考えてやっていただきたいなと。 

もう１つ、集中改革プランにこれも書かれている内容ですから、私が勝手につくったわけじゃあ

りませんので。他の自治体で民間に委託して成果を上げている業務、直営と民間委託が混在してい

る業務などを中心に庁内で検討委員会を設置して、調査検討を進めるとあります。これも今年度の

中に入ってるところですね。この進捗をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

大変申しわけございませんけども、今議員がおっしゃられたことの内容点検も、少々おろそかに

なっているというように私は感じております。このことについては下半期について、確実に実施す

るように指示をしてまいりますので、いましばらくお待ちいただきたいと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

これは特別委員会で皆さんと一応確認をした集中改革プランですよ。私はそれを読んで、どこま

で進んでいるんですかとただ聞いてるだけですから、難しいことを今回言ってるわけじゃないです
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よ。やはりもう半年たって全く進んでないということは、これはやっぱり職務怠慢ですよ。ぜひ今

後、半年で進めていただきたいなというふうに思います。 

じゃあ次にいきますけど、この糸魚川市のホームページ内に掲載をしてある、糸魚川市技能労務

職員の給与等の見直しに向けた取り組み方針という書類をプリントアウトしてきましたが、ここに

掲載されている期日は、平成２０年４月となってます。 

具体的な取り組み内容を見ますと、平成１６年から１８年にかけて取り組んだ内容であります。

基本的な考え方の中に、可能な業務は民間委託を推進し、退職者不補充の取り組みを進めると記載

をしてある程度で、先ほども言ってますけども、今後いつまでに、どうするかという具体的な取り

組みの方針が、これは明記されてないんですね。 

この問題は新聞でも取り上げられておりまして、２００７年度末に取り組み方針を策定した自治

体が６割とされてます。これは６割にとどまるとされてました。仮に糸魚川市が、この書面をもっ

て取り組み方針を策定済みという考え方であるとすれば、私はどうも総務省が要求している要求内

容というものには、ほど遠いように思ってしまうわけですね。やはり今後いつまでに、どうすると

いうものが、今後の取り組み方針だというふうに思うんですけども、皆さんのここにお書きになっ

たのは、１６年、１７年、１８年に取り組んだ内容なんですよ。ですから、どうもここは少し違っ

ているように思うんですけども、今後の方針というものが、もし別に出されているとするならば、

お伺いしたいんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

国において技能労務職のあり方ということが提案されまして、それぞれ県、国を通じて市町村、

それぞれ方針を出しなさいということで、市もこの方針を出したわけですが、それぞれの業種に対

する取り組みにつきましては、今、議員ご指摘のとおりで、ここの中に書いてありますが、やはり

先ほどから言いましたように、職員については一定程度、退職者の不補充という方針を打ち出して

おりますし、定年退職については年度が明確になっておりますので、その年度に確実に実施してい

きたいと。もう１点は、勧奨退職を奨励しておりますので、毎年何名かはこれらの中に名乗りを上

げてきておりますので、その中での調整というのは、当然、年度別に出るのかなというふうに思っ

ております。 

それから前の質問の中で出ましたが、やっぱり職員間の中では、この行政改革に対するいろんな

事務の見直しについての意見等が出ております。職員組合との意見の中でも、これらの取り組みに

ついて十分職員に話をするようにということは言われておりまして、交渉と言いますか、その中で

は市の考え方を話をし、理解を得る中で進めさせていただいておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 
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退職者不補充というのはわかりますよ。でもね、今皆さんがまとめていただいた資料では、

３５人ここに書いてありますよ。２０代、３０代の方もおられるんですよ。そしたら退職者不補充

ということは、３０年かけてこの民間委託を進めていきますということを言ってるんですか。もう

一度確認しますよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

全体計画の中では、学校調理員の委託、あるいは管理員の民間、あるいは臨時等の登用というこ

とをうたってきておりますので、やはりそこら辺を進めていくというのが、大原則だと思っていま

すので、先ほど教育総務課長から話が出ましたように、それらの中で民間に業務委託できないかと

いうことの検討もしてるわけでありますので、それらが具体的になれば明確な数字が出ますし、あ

る程度の若年の方にも、これらの理解を得る中で進めていかなきゃならんというふうに思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

ですからね、こういう取り組み方針ですから、ここにいつまでにと。今、部長がおっしゃったこ

とをやりますというのが、普通は方針じゃないんでしょうかね。決まってから、じゃあやりますで

は、いつまでたっても決まらない。３０年後に全員退職しましたと、ようやく終わりますねという

ことになるというふうに勘ぐってしまうわけですよ。 

そこで、やはり現業職の方々について、先ほども言いました３５人おられるわけですから、退職

を待ってというだけでは３０年かかるわけですね。やはり一般行政事務職への異動を可能とするよ

うなからくりと言うか、手続とか、検討されたことはありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

職員については先ほどから出てますように、１００人削減をするという方針のもとに進めており

ますので、それらの中では現業職から一般職への登用というのは、なかなか難しいんじゃないかと

いうことでの判断をしております。ですから、やはり今のような話の中では、それらも１つの検討

の中には上がっておりますが、今もうしばらくの中では、職員全体の削減をする中では、そういう

職種がえというのは、難しいのかなということで内部では話をしておりますが、現実にそれらを職

員の中に提起をしていくという段階には、もう少し時間をいただきたいという考えでおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 
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これは現業職の手当の見直しの中の、いろいろな書いてあるものを読みますと、やはりまずは一

般行政事務への異動というのを考えてくださいということも書いてあるんですよ。それは、やはり

現業職の方々は当然のことながら、これだけのことを書かれれば給料が民間と比較をして高いんだ

とか、今後はもう民間委託にしますよと書かれれば、不安でどうしようもないじゃないですか。で

すから皆さんはやはり皆さんの立場で、トータル的な行政全体の人員削減は、これは考えないかん

けども、やはり１つ１つの職種というのは、異動が可能なようなシステムというのを、やっぱり考

えていただきたいなと思うんですけども、市長、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

優秀な職員ということで採用いたしたわけでございますので、やはりその場で活躍するのが一番

だろうと思っておりますが、今言ったような行政改革という１つのこの流れの中におきましては、

今そういう状況に置かれておる職員もおるわけであります。 

しかし、基本的には今皆さんが論議しておるように、不採用の方向に行くわけですので、即に計

画を立てて、そういう方向にもっていかなくちゃいけないものと、合併をいたしておるわけでござ

いまして、なかなかそういう計画を立てないでも、非常にポジション的に見てもやめられた方が引

退していって、そうでないのが、そこの場で活躍できる分業的な部分もございますので、一律な進

め方というのはできないと思っておりますが、今、要するに全体的な人員削減の流れの中で、どの

ようにそういった現業の職員は流れていくかというのも見合わせながら、進めていかなくてはいけ

ないんだろうと思っております。 

ただ、全部すべて委託してもよくないというのは、私は例えば車両を見ておりましても、これだ

け車社会でございますので、絶対必要なわけでございまして、すべてゼロになるというのは、ちょ

っと難しいのかなというふうなことも考えますと、やはり今勤めていただいている現業の職員の退

職というものを見据えながら、進めていかなくてはいけない部分もあるのかなと思ってまして。そ

の辺を、今、議員ご指摘だろうと思っておるんですが、計画的にやっていけるものと、そうでない

ものを区分けしながら、明確にせよということでございますので、そういったところを計画的に立

てながら、また皆様方に報告させていただくなり、そしてまた職員も、やはりモチベーションをし

っかり持って働いていただかなくちゃいけないわけでございますので、そういったものもやはり私

は大事だろうと思っておるわけであります。 

そういうところは組合の皆様方との、我々は少し協議する場もあるわけでございまして、そうい

う中でも話をさせていただいたり、また１年ごとの退職、そしてまた現場の皆様方と論議をしなが

ら、この異動というものもあるわけでございますので、そういったところは担当課の方からも、ま

たそういった話を出していくようにしていきたい。そしてやはりモチベーションが下がらないよう

な、職員が一生懸命頑張れるような環境づくりは、しなくちゃいけないと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 



 

－ 238 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

よろしくお願いします。 

ぜひこの取り組み方針の中にも、必要なものは残すんですよというぐらいのこともやっぱり、今、

市長が言われたように必要だということであれば、やっぱり残すというのを書いてもいいと思うん

ですよね。全く退職者不補充ですとしか書いてない。民間委託を推進しますと、これだけなんです

よ。いつ幾日までにというのは、全く抜けてる。こういうような資料のつくり方というのは、やは

り少し今後は改めていただいて、いつ幾日という目標を明記できるように、今後の資料の作成と言

うか、検討材料に上げていただきたいなと思います。 

あと糸魚川市職員の特殊勤務手当に関する条例というものの中に、これを見させていただくと、

市職員として採用するときに職種というものを決めていれば、手当は要らなくなるんではないのか

なというようなもの、あるいは、これは普通は当たり前なのではないのかなというようなものもあ

るんですけども、例えば徴収手当、滞納処分手当というのは市民からすれば、市の職員は市税を徴

収するのは、これは当たり前の仕事じゃないのかなと思っているんですが、市の職員の皆さんから

すると、これは特殊勤務に当たるんですね。 

あと、例えば勤務差手当と言うんですか、これも歴史民俗資料館、市民図書館、博物館、市民会

館、こういうのは勤務差手当としてあるんですけども、これなんかもまさに採用に当たって、ここ

の職場に配属しますよということを限定して採用していただければ、手当というのは発生しないん

ではないのか。あるいはこういう職種こそが、民間委託が可能な職種になると思うんですけども、

この辺について検討された経緯はありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

特殊勤務手当につきましては、もう基本的な考え方でありますが、国の人事勧告等に準拠して、

これらの手当を設置をしとるわけでありまして、これまでも行政改革、あるいはそれぞれの自治体

の中で、特殊勤務手当が適正かどうかということの見直しをしてきました。そして今現在残ってい

るのは、この状態かなというふうに思っております。 

今お話に出ました徴収の関係、あるいは勤務時間の変更に伴う、これらの中でも出ておりました

が、具体的になるかもしれませんが、一般職が８時半から５時１５分の勤務と大きく変わったとこ

ろ、あるいはそれらの中での仕事と、外部の中でいろんな個人折衝の中では、非常に気苦労のある

もの等ということで残ったのが、徴収手当等であろうというふうに思ってますので、このような意

見があったということをまたお聞きをし、いろんな行革等でもこれらの話が出ておるものですので、

そこらの中でまた意見を聞いたり、職員の中での庁内検討もあるわけですので、煮詰めていきたい

と思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

これも勘違いしないでくださいね。特殊勤務手当が不要だということを言ってるんじゃないんで

すよ。いろいろ工夫をすれば、不必要になるんじゃないですかと。民間委託に置きかえていったり

とか、いろいろな工夫をすることによって必要がなくなってくる。 

国の準拠と言いますけど、国はじゃあ地方自治体が例えば夕張のようになったときには、助けて

くれますか、くれませんよ。ですから、やっぱり自治体は自治体で努力すべきだと思いますよ。何

でもかんでも国の準拠と言ってれば、それは余裕のあるときはいいですけど、今後、余裕がなくな

ってくると予想されるときに、やはりある程度、皆さんで工夫をしていこうといった方が重要かと

思います。 

ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）、これは名前のとおり官民連携という

ことで、役割を分担しながら公共サービスの充実を図ると。 

既に各地で取り組みが進んでいまして、警備会社など民間の資金とノウハウを使い、山口県美祢

市に昨年誕生した刑務所などはよく知られていると。民間が計画段階から参加をして運営も行うと

いうことで、民力を重視しているのが特徴である。 

ことしの５月に東洋大学との間で、パブリック・プライベート・パートナーシップ推進協定を結

んだ兵庫県の加西市というのが、目標が非常に大胆だということで新聞に掲載されておりました。

この加西市の市長さんは、市役所はフルラインでサービスを提供してきたけども、財政的にも、市

民ニーズの多様化からも限界だと、全部できないということで、市政全般をまとめて民間委託する

研究というのを、東洋大学と一緒に踏み込んだということです。 

今までは業務単位であったり、第三セクターであったりとした。特に第三セクターの場合も、こ

れは民間に任せたら、それでいいのかと言うと、決してそうではなかったわけであって、危険性と

いうものの事前確認が不十分だったり、リターン、収益性というものがあいまいだったりというこ

とで、どちらかと言うとあまりうまくいってないと、今までの第三セクターですね。このことから、

リスクとリターンを見きわめた制度設計をしっかりと行って、リスクをだれが、どういう形で負担

するかというような形も含めて、契約書に落し込んでいくというのが、今回の私が紹介してる官民

連携ということで、官民のなれ合いにしないことだということで紹介をされてました。 

こういった手法について調査研究というのを行っていただきたいなというのが、今回の提案であ

りますし、現在の第三セクターの中で民間委託、あるいは第三セクターをやってますよね、当市で

も。契約時点で、例えば赤字の場合はどうするんだとか、収益に関して、あるいはリスクに関して、

こういった危険性に関して、こういったものを双方がはっきりと区別した形で契約を行っているか

どうか、その辺についてお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

第三セクター等との委託の中では、それぞれ役割分担、あるいは費用等の負担のことについて書

いてあるわけですが、ご存じのように、これまで行政がやっていたものを、どちらかと言うと三セ
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ク、あるいは民間にお願いしたわけでありまして、なかなかそれらのものが、収益を必ずしも生む

ような状況のものでの委託はないのが、往々にあってると思ってます。その中では一定の基準を設

けておりますが、やはり問題があったときは、協議をして定めていきましょうというような運用の

中でやらせておりますので、今、議員の言うように、はっきりとなかなか明記をできないのが実態

なのかと思っていますが、やはりそれぞれの委託、あるいは指定管理業者とよく話をしながら、進

めさせていただきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

ぜひ今後はやはり、これは１年目、２年目というのは、今の部長のお話の中でいいのかもしれま

せん。それが５年、１０年とたつと、これはもう普通の民間会社と同じように、収益というのが確

認されるわけですから、いつまでも同じ契約方式ではいけないと思うわけですね。 

このパブリック・パートナーシップを進める上で、官民連携事業の具体例というのも挙げられて

ます。公共サービスの民間化という中では、公営事業、ガス事業、水道事業などの民営化、民間化

を行うケース、あるいは公営住宅の建設、運営を民間にゆだねるケース。指定管理者制度を活用し

て、公の施設の管理運営を民間にゆだねるケースと。まさに先ほどお話したように、勤務差手当と

いうのはこの公の施設ですから、こういったものを民間委託なんかに当てはめていくと、可能にな

るのではないかなと。 

市長に改めてお伺いしますけども、今後において公営事業も含めて、民間委託に向けた前向きな

検討を行っていただけるということで、理解をしてもよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えします。 

基本的には、そういう形でいきたいと思っております。しかし、新たなこの事業展開には、当然

それは市民の皆様方と論議をしながらつくるわけでございますので、よろしいわけでございますが、

今まであるものであるわけでございまして、そういったものについては、その時代、時代のやはり

考え方、またその思いなどがその中に入っておるわけでございまして、判断は今するということで、

非常に難しい部分がありまして、なかなか一律な進め方というのはできない状況にあるわけであり

ますが、しかし、基本的には民間委託にして、やはり行政は行政の本来の形の方へ戻るべきではな

いかというのが基本でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

業務の民間委託については、今後の財政運営がますます厳しくなるというふうに予測をされてい
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る中にあって、やはりできるところから早期に導入すべきというのが私の考えです。他の自治体に

おいて取り組んでいる先進例なども十分調査をしながら、前向きに進めていただきたいなと。 

特別会計を含めると、約５００億円にもなる糸魚川市の歳出の中で、これを民間に委託すること

によって、民間活力が向上する一因にもなるというふうに思っておりますので、あわせてお願いを

したい。 

次の質問に映ります。 

消費生活センターの設置ですけども、これは今回、私がこの問題を取り上げたのは、１回目の質

問でも少し触れましたけども耐震偽装、あるいは食品偽装の連鎖がとまらない。ギョウザ中毒事件

や振り込め詐欺、多重債務問題など消費者を取り巻く問題が、毎日のように発生をしておる。 

消費者保護を目的とした消費者庁の設置が、いよいよ本格化をしてきました。それに伴って、地

方公共団体における消費者行政の抜本的強化支援策というのが明らかになってきたということで、

その後押しにおいても、速やかに対応をしてほしいという願いを込めて確認をしていきます。 

先ほどの報告に、これは事務報告書にもあったわけですけども、糸魚川市での受け付けが

１１２件、新潟での受け付けが１００件、上越が１５件と言いましたかね。これだけのものがあっ

ても、その件数ではないのかなと思うわけですけども、消費生活センターを設置するには至らない

という今の見解でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

件数そのものは１００単位となると大きく見えるわけでありますけども、先ほど市長の答弁のよ

うに、そのうちの７割近くは、いわゆる架空請求等のはがきでありますとか、そういったもので、

軽微という言い方は悪いんですけども、軽微な照会というようなものが主なものでありまして、例

えば犯罪的なものということになりますと、これは大変なことになるわけでありますが、県内の状

況の中から見ると、それほどではないんではないかという判断もありまして、今の段階では設置を

してないと。 

ただ、消費者庁ができることによって、消費生活センターを設置しなさいよという国のそういう

指針があるわけでありまして、ここら辺はまだ具体的なものが出てないもんですから、まだ検討の

段階に入っておりませんけども、そういうような中では、設置に向けてまた検討するという形にな

ろうかと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

現状ではＪＡＳ法も含めて、消費者から直接苦情だとか問題が発生をしたと。これを業者に対す

る改善命令というのが、権限は国にしかないというんですね、自治体ではこれは出せない。ですか

ら直接情報が寄せられても、なかなかその対応ができないという問題が指摘をされておったり、自

治体が財政難というものによって予算、あるいは人員削減で、このような対応ができないというよ
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うになって、国が本腰を入れてきたということなんだそうですけども、当市において今ほど課長さ

んは、そう大きな問題と言うか、事件性のあるような問題はないということなんですけども、業者

に対する改善命令だとか、事件に発生するというようなことは、なかったということでよろしいん

ですか、もう一度お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

当市の受け付けた相談の中ではということで、これはちょっと舌足らずのところがあったと思い

ますが。ただ、県とか上越あたりの相談については、これは件数だけしか示されておりませんので、

そこら辺はちょっとまだ把握するような段階にないわけで、件数だけが示されておるもんですから。

今申し上げましたのは、当市の相談の中ではということでお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

国から出された消費者庁で消費生活センターの設置について、具体的にまだ出てないということ

なんですけども、私がちょっとした新聞なんかで読んだときには、もう交付金の名称は消費生活行

政ネットワーク基盤強化臨時交付金ということで、市町村が消費生活センターを来年度から３年以

内に新設した場合に、年間１,０００万円を５年間にわたり給付するとあるんですよね。かなり具

体的だと思いますよ。 

さらに政府は、センターに寄せられた事故情報、苦情を、消費者庁がリアルタイムで把握できる

ネットワークの構築を目指しておる。その運営経費の地方負担軽減のために、恒久的交付金制度を

つくろうという、今、考えがあるということなんですよね。 

たしか今現状でも地域づくり室ですか、消費者相談窓口というのが当市においてもある。青海事

務所、能生事務所でも地域振興係に、こういう窓口があるはずなんですけども、これを消費生活セ

ンターと名称を変えて設置申請なんかをして、交付金を受け取るということにした方が、財政上で

も当市にとって優位になると思って私は確認をしてるんですけども、この辺についていかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

確かにその辺の文書については、いわゆる来年度の概算要求について今おっしゃられたような、

例えば１,０００万円だとか、そういう話については承知しておりますけども、具体的に例えばど

のような職務があるとか、いろいろ細かい話がまだ届いてないというのは現状であります。 

ただ、今おっしゃるとおり相談員と言いますか相談担当者、これは当然置いてるわけでございま

すし、それによって県が主催する研修会でありますとか、そういったものにも参加をいたしており

ますし、また、県でありますとか上越の消費生活センター、それとの連携については、当然、常日
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ごろからとっておるというとこでございますので、そういうようなものの形が出てくれば、消費者

生活センターというようなものの設置についても、これは前向きに検討していこうということでご

ざいます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平野議員。 

○７番（平野久樹君） 

私は冒頭にも申し上げたのは、もうこういう情報がある程度発信されてるんですよ。明らかにな

らなければ検討しないではなくて、もうかなりの情報、私ですらこれぐらいの情報は入手できるん

ですから、皆さんはもっと細かく知ってるはずなんですね。調査しようと思うともっとできる。ス

タートの段階ですぐに手を挙げた方が、それは財政的にもかなり優位になることは、もう間違いな

いわけですよ。 

前回のふるさと納税の問題でもそうでしたよ、はっきりしないとやらないのが当市ですよ。そう

ではなくて、もうやるんだという日にちが決まった段階で事前にやって、スタートと同時にやった

のが他市ですよ。そうすると結果は、やはり早くやった方がいいものには評価されてるわけですか

ら、こういったことをいろいろ国から発信される情報というのをしっかりと受けとめていただいて、

問題意識を持っていただいて、検討の土壌に挙げていただきたいなというのがお願いでもあります。 

こういう姿勢を職員の皆さんが、常日ごろから対応できるような仕事というのを追求していただ

きたいというのが、これはお願いになりますけどもいたしまして、一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、平野議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

１３時まで暫時休憩いたします。 

 

〈午後０時０５分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、渡辺重雄議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 〔４番 渡辺重雄君登壇〕 

○４番（渡辺重雄君） 

清新クラブの渡辺重雄でございます。 

それでは事前に通告いたしました通告書に基づきまして、１回目の質問をさせていただきます。 

平成２１年度予算編成に向けての基本姿勢についてであります。 
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１０月には平成２１年度予算編成方針が示され、本格的に動き出すものと考え、市長の平成

２１年度予算編成に向けての基本姿勢についてお伺いをいたします。 

(1) 歳入の増加策と歳出の削減策についてでは、平成２０年度は「事業の選択と集中」による

歳出削減、行政改革による「歳入歳出の一体改革」の取り組みを強調されましたが、その進

め方と成果について、さらに平成２１年度の具体策についてお伺いをいたします。 

(2) 市民要望への対応についてでありますが、今年度は、全地区訪問懇談会を実施され、各地

域の実状をより細かく把握されたわけですが、来年度に向けた各種の市民要望は、どのよう

な視点で受け止め対応するお考えでしょうか。 

(3) 各種の格差の是正についてでありますが、三位一体の改革や合併により、自治体・地域の

間で格差が広がりつつあるといわれる中、当市でも地域間格差や格差不安が生ずることが懸

念されますが、どのような対応をお考えでしょうか。 

(4) 分権時代の行政経営についてでは、分権型社会においては、行政は自立して地域課題の解

決を完結し、地域経営を行える体制を整えることが重要であり、自己革新の仕組みが求めら

れておりますが、分権時代の行政経営に対する考え方についてお伺いをいたします。 

以上で、私の１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

渡辺議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の予算編成に向けての基本姿勢の１点目につきましては、平成２０年度予算は経常事業で

一般財源の１５％削減を目標に掲げ、政策的経費についても選択と集中により編成し、歳出の削減

が図られたものと考えております。 

また、歳入歳出の一体改革として、適正な受益と負担を基本として、サービス内容や使用料の見

直しを実施いたしております。 

平成２１年度の予算編成についても、国の概算要求を見ますと非常に厳しい財政状況が予想され

ておりますことから、現在、予算編成方針の検討を進めている段階であります。 

２点目、市民要望への対応でありますが、今年度実施した全地区訪問懇談会は１１２会場、

１３４地区で開催し、多くの市民から出席いただいたところであります。 

懇談会での貴重な提言や要望については、今後の市政運営の参考といたしたいと考えております。 

このほか市民要望については、実施できるものはできるだけ早く対応していきますが、全市的な

調整や関係機関との協議などが必要なものにつきましては、総合計画実施計画の策定や予算編成に

向けて調整してまいりたいと考えております。 

３点目、格差是正につきましては、三位一体改革により市町村間の財政状況に地域間格差が生じ、

問題となっております。 

当市では、合併による大きな格差は生じていないと考えておりますが、公民館制度や使用料など

旧市町間での相違があり、調整を進めております。 

４点目、分権時代の行政経営でありますが、平成１８年１２月に地方分権改革推進法が成立し、
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現在、法律に基づき設置された委員会で調査、審議が行われておりますが、分権の推進には権限の

移譲とともに十分な財源も必要であり、委員会の答申内容に期待いたしてるところであります。 

いずれにいたしましても分権型社会では、住民意識の高揚と協働のまちづくりが不可欠と考えて

おりますので、今後とも市民との対話を通じて分権型社会の構築に努めたいと考えております。 

また、職員についても専門知識や政策立案能力が求められておりますので、より一層研修の強化

と自己研さんに努めてまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 

まず、（１）の歳入の増加策と歳出の削減策についてでありますけども、初めに、今年度の予算

における方針についてお伺いいたしますが、歳入歳出に関して選択と集中、歳入歳出の一体改革、

これは今、市長の方からお話がございましたけども、国や県の改革や方針の中にも、よく目にする

文言なんですけども、国、県というのは、これは具体的に何を目指しているとお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

国、県も歳入歳出の一体改革、国の方は逆に歳出歳入の一体改革ということで、２００６年の骨

太の方針で打ち出しております。当然ながら歳出の削減をまずはやるんですけども、足りない部分

については歳入、特に税収も含めて検討するということで、国の方でそういう考え方でやってると、

そういう骨太の方針を打ち出しているというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

そのように私も理解してるんですが、具体的に言いますと、国ではこの歳出歳入の一体改革とい

うのは、平成１１年までに基礎的財政収支の黒字化を達成するという目標を掲げての歳出歳入の一

体改革というふうに言っておりますね。 

それから選択と集中なんですけども、企業で言うところの選択と集中というのは、自社の得意と

する事業分野を明確にして、そこに経営資源を集中的に投下する戦略というふうに言われとるわけ

なんですけども、国もほぼ同じ考え方だと思うんです。 

一例なんですけども、選択と集中の観点から、やる気のある市町村を重点的に支援するというよ

うなことを言ってるわけですね。もしこの考え方をここに当てはめてみた場合、糸魚川市に当ては
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めたら、極端に言うと、各行政区に対してやる気のあるところには、重点的に支援をするというよ

うなことになっちゃうんですが、この辺の考え方っていかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

当市の場合の選択と集中というのは、必要な事業については集中的に投資をしたいということで

あります。 

なお、財政状況が大変厳しいですので、必要性のない事業については、できるだけ削減なり、事

業をやめるということで、選択と集中ということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それでは今年度の場合、この選択と集中による対応をした事業というのは、どういうものがある

かということと、また、当然、今までの手法を若干でも変えることによって、さまざまな影響とい

うのが考えられるんですけども、この選択と集中により、マイナスの影響を受けたというようなと

ころがあるのかどうか、この辺もお聞きしたいと思うんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

選択と集中ですけども、今年度は特に一般財源が少ないということで大変厳しいということで、

特に経常的な経費について１５％削減ということで目標にさせてもらいました。そういった点で、

それぞれの事業１つ１つですけども、必要性を一応かんがみまして削減、もしくは額の減額と言い

ますか、そういうものをやってきたというものであります。 

したがいまして、選択と集中によってこの事業を全部やめたというものではなくて、１つ１つケ

ース・バイ・ケースで精査をさせてもらったというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

そういたしますと、この事業の選択と集中、先ほどはやめたというものはないというふうな雰囲

気のお話だったんですが、当然洗い直しをして、事業の廃止はないとしても延期、いわゆる２０年

度予算編成時に、いわば不急の事業と言いますか、急がない事業というふうなものとして挙げられ

たものというのは、いわゆる延期する事業に挙げられたものというのは、どんなものがございます
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

選択と集中によって、それぞれケース・バイ・ケースでさせてもらいました。したがいまして、

中には予定した事業費を減額させてもらったものもございます。そういった点では、先送りではな

いですけども、今年度の予算、事業費を減額をさせてもらったということで、次年度以降というこ

ともあります。 

ただ、個々の事業については、それを１つ１つ今資料がございませんので、あれですけども、た

だ、総額的には２０年度の予算については、対前年比６.５％マイナスということを、何とか達成

できたというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

市当局の見解は大体理解したんですが、例えば急がない事業というふうなことを考えたときに、

この地籍調査事業というのがあるんですね。先般、総務財政常任委員会で十日町へ研修をさせてい

ただいたんですけども、非常に大事な仕事であるということを感じておるんですが、これちなみに

市町村の実質負担は、２０分の１というふうなことなんですけども、この職員数に余裕のある今こ

そ、計画的に取り組む事業ではないかなというふうな感じを抱いてきたんですが、この選択と集中

というものを全面に出されると、これはやっぱり不急な事業に入ってしまうということになってし

まうんですか、その辺の見解というのはどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

地籍調査事業につきましては、現在、合併前から能生地域で継続的に実施しております。今、あ

と糸魚川、青海地域で考えられるところ、まず優先的にしなきゃならんところは、更正図のないと

ころとか更正図が混乱してると、そういう地域が必要性が高いわけであります。これは選択と集中

とは全く関係ございませんで、やはり事業を実施する場合は、地区の意向というものを十分配慮し

なきゃならんということであります。 

そういうことで、現在、対象となる地域につきまして、地籍調査についてどうですかという投げ

かけはしております。地区によっては、今後、勉強会をしたいというところもございます。そうい

ったことですので予算の査定だとか、それから選択と集中に関係なく、地域と今一緒に考えている

ということでご理解願いたいと思います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

研修をさせていただいた十日町に比べて、非常に重要度と言いますか、これの位置づけがちょっ

と弱いかなというふうに感じてきたわけですね。 

それから一方で、細かい生活に身近な小修繕予算と言いますか、これを２０年度は倍額にしたと

いうようなことで、地域では非常に喜ばれておりますね。これを市長の言葉を借りますと、さらに

予算づけをしていかなければいけないなというふうなお話もいただいてるんですが、これはやっぱ

りその辺は選択と集中と列外で、予算的には考えているということでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

道路の修繕関係、小修繕の関係だと思いますけども、全地区訪問懇談会の資料の方で一応投げか

けてあります。ただ、これは倍増ではなく、対前年度比１０％増ということで、予算全体では減額

する中で、重点配分をさせてもらったということで説明をさせてもらっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

妙高市の入村市長は、各事業の執行に関し事業成果１２０％、予算執行８０％の目標を掲げてい

ると。各事業の予算執行に対して内容の充実を含め、その成果を強調してるわけですけども、差し

引きで４０％の企業努力と言いますか、事業効果を上げる指令を発しているということなんですが、

聞くところによると、非常に理想的な形だというふうに受けとめておるんですが、当市では、この

ような目標設定と言いますか、かけ声というのは皆さんにかけていらっしゃいますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やはりその時々と言いましょうか、やはり年代年代、そういった同じ手法という形ではなくて時

代に合った、また、その社会状況などを勘案しながら、そういった指示を出しながら進めさせてい

ただいて、結果的には、行財政運営をうまく運営していくということが大事だろうということの中

でさせていただいておるわけであります。 

この平成２１年度は、これからどうすればいいのかという検討に、今、入っとるわけであります

が、そのような中で職員も、こういう形で平成２１年度はいくんだというようなものを、出してい
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

市の職員が、いかにコスト意識を身につけるかというふうなことだと思うんですが、来年度予算

につきましては、正式な基本方針というのはこれからだというふうなことなんですけども、基本的

な材料と言いますか、準備されてるかと思いますので、幾つかお聞きをしたいと思うんですけども、

新たな財源確保対策と言いますか、増加策についてでありますけども、７月から開始しております

ふるさと納税の受け付け状況、問題点、これについてお伺いをしたいと思いますし、また、２０年

の目標額と、そのためのＰＲ活動、これはどのようになさっておるか。さらに２１年度の見通しと

いうようなことについて、お伺いをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

具体的に今ちょっと、手元に細かい資料はございませんけども、今の段階で１０件以上来ており

ますし、金額的にもたしか１２０万円ほどになっておるかと思っております。 

取り組みにつきましては、糸魚川市の出身者会を中心にダイレクトメール、あるいはホームペー

ジでの紹介、そういったもので周知をしておるわけでありまして、来年度に向けましても、またさ

らに糸魚川市の出身者の方、著名人を例えばお願いをしながら、パンフレットづくりをしていきた

いなというのも、１つの今ちょっと構想の中にありまして、そういったものの中で、ふるさと糸魚

川に対する思い入れを、ぜひこういうものに載せてほしいという形で、訴えていきたいというふう

に考えているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

目標額が決めてあればお聞きをしたいわけなんですが、このふるさと納税ですけども、名目は寄

附金というふうなことになるわけですが、既に自治体間では非常に自治体間競争になっているとい

うふうなことで、ぜひほかに負けないような戦略を描いて、くどいようですが目標設定をやっぱり

していただきたいと。 

それからほかの市では、金額に応じて特産品を差し上げてるというようなことで、その辺、当市

では、別に特産品でなくて結構なんですが、いわゆるどんな対策と言いますか、アピールをしよう

としているのか。 

それから、今度は事務的な問題なんですけども、このデメリット何点か指摘されてる向きもある

んですが、実際に事務方の方で、デメリット的なものはあるんでしょうか。お聞かせをいただきた

いと思います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

確かにふるさと納税を進める上で、いろんな産品と言いますか、そういったものを差し上げる市

町村というのも数多くあると思っております。ただ、先ほど申しましたようにふるさとへの愛着、

あるいはふるさとへの思いというものを、金品と言いますか、品物ではかるべきではないだろうと

いうことから、私どもの方では、例えばそういうものを差し上げるというような形での取り組みは

しておりません。 

ただ、そうは申し上げましても、お寄せいただいたそういうものに対してのことで、例えば広報

紙の１年間の無料配布でありますとか、あるいは例えば権現荘、あるいはフォッサマグナミュージ

アム、そういった市有の直営施設の割引券とか優待券と言いますか、そういうようなものを、それ

と一緒に差し上げるというぐらいの形でのものを、お礼状とともに差し上げておるとこでございま

す。 

それからデメリットでございますが、事務的に私ども何件か扱っとるわけでありますけども、デ

メリット的には今のところないというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それから、次に手数料、使用料についてですけども、下水道料、それから市所有の各種施設の使

用料の改定、これは昨年、かなり論議があったんですけども、ことし全地区訪問懇談会の資料の中

に、見直しに関する説明がありますけども、その後、来年度へ向けて、具体的な提案というのはな

されてないようなんですが、どのようなお考えで現時点ではいらっしゃるのか、お伺いしたいと思

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

使用料ということで各市の施設、体育施設、文化施設、それから公民館等の集会施設の使用料の

見直し、それからもう１つは、下水道料金等の値上げにつきまして、今回、全地区訪問懇談会でも、

特に説明をさせてもらったというものであります。ただ、各地区の出席者からは、さほど反対だ、

賛成だというような意見、その辺の反応が、ちょっと少なかったなというふうに考えております。 

特に使用料の関係もそういうんですけども、体育施設、それから文化施設等の使用料の方もなん

ですけども、反対という意見が多く出るんじゃないかという想定をしましたけども、さほどそうい

う意見がなかったということで、逆に反応が、あんまりなかったんじゃないかなと思っております。 

逆に地区の実情とか、それから意見、要望、そういうものの方に一応集中されまして、使用料関
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係については、さほど意見がなかったというふうに感じております。 

ただ、その辺を踏まえまして、これから総括をさせてもらって、使用料の提案時期等につきまし

ては、今後、理事者と協議して定めたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

昨年度、議員に対する説明のときに下水道料の深刻さを説明を受けておったんですが、それがい

まだ具体的に、その辺の話がないというふうなことから、そんなに深刻じゃないのかなというよう

な感じもしておるんですが。 

それはともかくとして、現在の財政状況を認識した上で歳入増加、歳出削減、これは非常に大事

なことですし、職員の方一人一人が提案をしていただくというようなことも、大切なことなんじゃ

ないかというふうに思ってるんですが、業務改善等を含めて、日ごろ職員の皆さんからの提案とい

うのは、どのような形で制度化をされているか、お伺いをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

職員の提案制度というものを行っておりまして、いわゆる日ごろの事務の改善、そういったもの

が中心でございますけども、年に１回、そういったものを行っております。 

それによって、例えばある程度優秀なものについては若干の図書券等、そういったものでござい

ますけども、そういったものを差し上げるというような形で一つの期間を定めまして、その間に集

中的にやっておると。去年からは、個人も今まではあったわけですが、グループ制と言うか係単位

での、そういった提案ももらっておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

ちなみに１件だけで結構なんですが、職員から業務改善として上がってきた優秀な提案というの

を１件、具体的にお聞かせいただきたいということと。 

それから茨城県の牛久市長は、行財政改革は特別なことではない。要するに、市民の立場、視点

で考えて、おかしなことは改めればよいということで、特別意識してやらなくても、市民がおかし

いと言うことは、おかしいんじゃないかというようなことを言っておるんですが、サービスを受け

る市民というのは一番よく知ってるということで、市民の声を聞く仕組みというのも、これは大事

だと思うんですが。 

その点では、行政改革の委員会ですけども、こちらから予算とか事業に関するご意見、また、今

後改革に盛り込んだり、来年度の予算に反映して、具体的な提案なりお話というのはございますか。

職員の方と行政改革の委員会から、この２つの方で提案されているものをお聞かせいただきたいと
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思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

職員の提案につきましては、事務報告書の方にも記載をいたしておるとこでございますが、

１９年度におきましては２５７件の職員提案があったところであります。一番優秀なのということ

でありますけども、一応優良賞ということで３つ掲げておりまして、基本的にはどちらかと言うと

庁舎内の、自分たちみずからの改善という形のものが多いわけでありました。 

例えばスライド勤務をやってる職場があるわけでありますけども、例えば午前中休んで午後から

出てくる職場もあるわけでありますし、そういったものの中で例えば週休日、休日勤務は、基本的

には８時半から５時１５分まででありますけども、それ以外は時間外勤務という扱いをいたしてお

ったわけであります。 

それ以外も４時間、８時間単位の振りかえ対応という形の中で、時間外手当の縮減を図れないか

という職員からの提案がありました。そういったものを採用しておるところでございまして、また、

職員個々にパソコン上のパワーエッグに、各課でいろいろなイベントがあるわけでありまして、ど

うしてもその日にちがダブったり、いろいろしておったことがございました。そういったものを情

報を共有するというような形で扱いを行ったり、そういったような提案をいただいておるところで

ございます。 

また、行政改革の推進委員会では、先ほども論議があったとこでありますけども、いろいろな進

捗状況に対して、先ほどと同じように遅々として進まんのではないかというような、そういったご

意見をいただいたり、あるいは職員の削減、定数管理、そういったものに対するいろいろな意見

等々を、いただいておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

歳出削減についてですけども、ガソリンなどの燃料の高騰から非常に大変な事態になっておるわ

けなんですけども、現在これらの対策として何か具体的に講じているかどうか。 

今議会でも燃料費の高騰で、補正予算の要望もあるようなんですけども、市が発注する工事など

への影響、さらに来年度予算への影響、これを心配してるんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

燃料高騰によりまして、今回、９月補正で予算計上させてもらっておりますけども、各施設の維
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持管理の上では、経費が非常に増加するということで懸念をしております。 

市の方の対策としましては、当然ながら節約等は各課に周知をさせてもらってますけども、節約

だけでは対応できないんではないかなと思っております。 

それから市発注の工事につきましては、今、単品スライド制というものを採用することで決定を

しております。と申しますのは、特に鉄鋼関係、それから燃料関係ですけども、市の工事が発注し

て、それらの鉄鋼関係、燃料関係が値上がりして、その値上がりが設計のときよりも１％以上だと

した場合は、１％を超えた分を補てんをしようということで、今そういうことで決定をしておりま

す。各関係課、業者の方へこれから周知する予定にしておりますけども、そういう単品スライド制

は、採用したいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この歳出削減については、ガソリンなどの燃料をはじめ各分野で今こそ知恵を出し合って、実際

に成果に結びつける必要があると思うんですね。 

例えば電気料の節約についてでありますけども、デマンド監視システムというのがあって、デマ

ンド管理を行うことでピーク電力、これは契約電力ですけども、この抑制が可能というふうに言わ

れとるんですが、当市では採用されてるかどうか。かなりこの契約電力を、低減できるというふう

に言われてるんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

私の関係では、この本庁舎と市民会館の関係では、そういうような形での契約で電気料の軽減に

努めておりまして、例えば特にこの時期でありますとエアコンの使用量について、市民会館が例え

ば大きな催しをやるときについては、こちらの方をちょっと軽減するとかいうような形での、いろ

いろそういうような調整的なものは行っております。あと体育施設でも、たしかあるんじゃないか

なと思っておりますけども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

そうすると、既にデマンド監視装置が取りつけてあるというふうなことですね。いつごろから取

りつけてあられるか、また、このデマンド監視装置というのは、設備投資というのはどれぐらいか

かるのか、お聞きしたいと思うんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 
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○総務課長（田村邦夫君） 

装置の方はつけてあるというふうに思っておりますが、いつからというようなことについては、

ちょっと今手持ちには資料がございませんので、申しわけございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

私は東北電力さんにお聞きしたんですが、市の関係施設ではつけてないはずだというふうなこと

なんですね。ちょっといいです。 

説明いたしますと、この仕組みというのは電力会社より請求される基本料金は、３０分間の最大

瞬間電力で決まると。１年間のうちのわずか３０分間の最大瞬間電力で、１年間の基本料金が決ま

ってしまうわけで、したがって、この最大瞬間電力を下げることにより、基本料金の低減が行える

もので、デマンド監視装置というのはこの値を常時監視し、目標値を超える値の発生が予想される

とき、警報を発してお知らせするというもの。機械的にコントロールして、基本料金の節約につな

げる機器で、東北電力さんのお話では、企業さんでは既に取りつけているところもあると。したが

って、市としても検討してみる価値はあるというふうに思うんです、私としては、いかがでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

商工観光課長という立場より、元、ここの市並びに市民会館の電気主任技術者をやっていたとい

う立場で、若干お答えをさせていただきます。 

東北電力さんの方ではデマンド監視装置、これはお聞きいただいたところつけてないというお話

でございますが、もともと電力との契約の中で、デマンド管理というものは取り入れてございます。 

したがってピーク時がでたときに、そのピーク時が１年間、電気料金に反映するというのは十分

承知の上で、ピークが出ないように、先ほど総務課長が申し上げた、市民会館と庁舎の中で調整を

しながらピークを。今、契約電力がどこまでというのは、ちょっと私は承知しておりませんが、た

しか４００キロワットぐらいが、本庁舎の契約だったと思いますが、それを超えないようにとにか

く１年間の基本料金をむだにならないように、超えないような調整をしながらやっております。そ

の部分についてはデマンド装置と言うか、削減するというよりもデマンドを管理できる装置は、電

力との契約の中で、この庁舎の中の部分に入っておりますので。 

すみません。私が軽々に答えるべき部分でないかもしれませんが、電気の主任技術者をやってい

た立場でお答えさせていただきました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 
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○４番（渡辺重雄君） 

ありがとうございました。でき得れば、ほかのかなり電気を使っている施設でも、お考えをいた

だきたいなというふうに思います。 

それから体育館などの照明設備なんですけども、この省エネ型ランプに取りかえることで、

３０％から４０％の使用量の節減が可能とも言われていると。既に対応されているんじゃないかと

は思うんですが、念のために、していないとしたら対応をしていただきたいなというふうに感ずる

わけなんですが、この点はいかがでございますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺生涯学習課長。 〔教育委員会生涯学習課長 渡辺辰夫君登壇〕 

○教育委員会生涯学習課長（渡辺辰夫君） 

現在使っている体育館の電気等について、そういった省エネ型になっているというふうには思っ

ておりませんけども、当然、今後建てる建物とか、電灯を取りかえる機会がありましたら、そうい

ったことを検討していきたいというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

電球を取りかえる機会にと言われたんですけども、電球が高ければそういう対応の仕方にもなる

かもしれませんが、その辺、いわゆる投資と効果で早目にその検討だけでもきちっとして、どうい

う方法が得策かということを、やっぱりお調べいただきたいというふうに思います。 

それから次に、人件費についてでありますけども、１８年度決算時における定員管理の適正と、

人口１,０００人当たりの職員数というのは１１.４２でしたけども、１９年度決算時に関しては、

もう計算できるわけですが、ちなみにどういう数字になっているか。 

それから行革の効果と言うと見える部分というのは、やっぱり人件費の削減というのは非常に目

立つわけですよね。したがって、改革の進んでる行政というのは、非常に人件費の関係について真

剣になっておりまして、数字が非常に低くなってるわけですし、いろんな改革システム、組織体制

の工夫でサービスを落とさないで、むしろ責任とやる気を高めて人件費を抑制したり、人数を低減

してるというふうなことが感じられるんですが、少なくとも、県平均の９.４以下にもっていく必

要というのが私はあると思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

１,０００人当たりの数値というのは、ここにちょっと持ち合わせてないですが、県内の中では、

まだまだ高い方の数値だというふうに思っております。 

やはり今、議員おっしゃったようなことについては定員削減の中で、早くそれらをつかんでいか

なきゃならんというふうに思っておりますが、なかなか部署によっては削減が進まないところから
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数字が高いと。特に、これまでも何かのときに話をしましたが、やっぱり学校関係が多いというこ

と、保育園が多いということ、それから消防等の業務がこの中に入ってるということでは、県の中

での数字は高いというふうに思っておりますが、これらについても行政改革の職員の定員管理の中

で煮詰めながら、早く数値を削減して努めていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この人件費に関してですけども、市民感情として多くの市民は、行政職員は給料はじめいろんな

面で、ここ糸魚川市では相当恵まれてるんじゃないかと。したがって、職員に向けられている目と

いうのは、非常に厳しいものがあるわけですね。ですから、定員管理の適正度は県平均、全国平均

よりも早く少なくして、少ない職員で頑張っているという姿を見せない限り、行革の評価のみなら

ず市全体の評価、信頼というのは、やっぱり高まっていかないというふうに感じるんですが、もう

一度お願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

今資料をちょっと細かい持ち合わはないんですが、県平均の１,０００人当たりの人口は、たし

か糸魚川市は二桁になっているかと思います。県平均は９点何人だったんではないかと思ってます。

ただ、この人件費の比較については裏がございまして、一部事務組合で消防なりごみだとか、そう

いった事業を広域で処理をしてるところは、人件費が除かれております。 

ということになると、今、糸魚川市は今までの一部事務組合の職員人事は、みんな外れておった

わけですけれども、それが今度は新しい市ということで、全部職員に入ってきております。ですか

ら１,０００人当たりの人口の比較から申し上げますと、単純に市町村のデータと糸魚川市と比較

するというわけには、まいらないところがございますので、比較をする材料を統一をして、もう一

度確認をとってみたいと思いますので、それまでお待ちいただきたいと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

じゃあ別の機会に、またお知らせをいただきたいと思います。 

それから予算を伴わずに、市民ニーズへの対応を図れる事業ということで、ゼロ予算事業ですね、

こちらの方の取り組みというのは来年度、いわゆる方向性としてはどんなふうに。いわゆる予算と

いえば金額が伴うものというふうに感じているんですが、ゼロ予算事業、これも事業のうちですか

ら、どういうふうにお考えになっているか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

ゼロ予算ということで、予算を伴わない事業でありますけども、先般、一般質問等でもご意見を

ちょうだいしております。そういった点では、できるだけ事業をする中で金をかけないようにとい

うことであります。ただ、最終的にゼロ予算になるか、ならないかというのは結果でございまして、

できるだけ金をかけないようにという方向の中で、対応したいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

ゼロ予算的事業というのもあるかと思うんですが、これは全国で非常に花盛りというふうな状況

ですので、ぜひこれも具体的に対応をしていただきたいなと。 

では、この項目の最後になりますけども、当市の場合、行財政改革による歳出削減効果の測定、

これはやられておるのかどうか。昨年度の場合、実際にどのぐらいの効果が出ているか、お伺いを

したいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

行政改革の実施計画を進めてまいりますけども、昨年度の場合も数字的なものは、最終的にどれ

だけ軽減になったかという数字は、明確になってないというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

やはり市民に数値で成果が見えるような形でないと、なかなか理解、納得してもらえない面があ

ると思いますので、ぜひとも数値化してお知らせできるようにしていただきたいと思います。 

先ほど申し上げました牛久市ですね、市の人口規模が糸魚川市より大きいんですけども、財政規

模が糸魚川市より若干少ない中で、３年間で３０億円の削減を果たしたと。やはり私は行革効果と

いうのを数字で示して、この実態を職員のみならず、市民も確認できるような形にしてほしいとい

うことをお願いをしたいと思います。 

次に（２）の市民要望への対応についてお伺いをしたいんですが、まず、市民要望に関しまして

は、担当職員から開口一番、予算がないという返答が非常に多いわけです。市民と直接接する職員

には、市民要望の窓口としてどのような教育をなさっているのか、お伺いをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 



 

－ 258 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

単刀直入に、そういう回答はしてないと思ってますが、やはり結果として、予算がないというこ

とでの、制約をされるということでの話をしてると思っております。市民にはそれなりの説明をし

ながら、結果として、予算がないですよということの話をしとるんだろうと思ってます。そのこと

を基本に、まずはいろんなことでは話を聞いて、対応を説明するということで対応をしてるという

ふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

部長が言われるようであれば心配はないんですが、財政が厳しいことは大方の市民も承知はして

るんですが、予算がないという返答からは、非常に展望が開けないわけですね、それ以上、話が進

まないわけです。いわゆる好ましい返答というのは、今部長がおっしゃるような返答だとしたら、

職員に周知をしておいていただきたい。 

我々は住民からの要望というのは、それなりの地域における懸案事項であったり、住民生活に密

着した事柄であるわけですね。ぜひともこの内容を精査していただいて、緊急性とか重要性、優先

順位はあってもいいです。続いて、今度は役所側の考え方として効率的、効果的、これもやっぱり

必要でしょう。こういうことを総合的に勘案して、住民にきちっと知らせる努力をやっぱりしてい

ただきたいと思うんですが、この辺はどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

今回、全地区訪問懇談会の中でも、いろんな要望とか提案がありました。ただし、その中の事業

の中でも、やはり即答えられないこともあったわけですが、やはり先ほど言いましたように、そこ

で答えられなければ、持ち帰ってまた庁内の中で連携をとって、その中でどこができるかというこ

とも地元の方へお返しすることを基本にして進めさせてもらっております。 

やはりその中にはいろんなたくさんの要望があるわけですので、そこの中でどこを集中的にやる

かというのは、やっぱりある程度のところでまとめた中で、進めさせていただかなければならない

ような、今の財政事情ということもご理解願いたいと思ってますし、やはりいろんな調整の中で、

必要度のあるところから進めていくというのが、基本だというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

要するに、市民の目線に立った市政というのが大事だと思うんですね。とかく言いっ放しだった

り、聞きっ放しだったり、やりっ放し、こういうところも時にはあるわけなんで、その辺のことを
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私は聞きたいわけなんで、ぜひともそんなことのないようにお願いをしたいと思います。 

それから次に、補助金、助成金の関係ですね。いろいろこれも議論があるところなんですけど、

今後、補助金改革というのも必要になってくると思うんですが、まず、公益ということをみんなで

やっぱり考えて、補助事業の必要性と言いますか、この公益の考え方を明確にすることが大切だと

思うんですが、その辺の考えというのはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

議員ご指摘のとおりだと私は思っております。公のものは、やはり大きくカウントしなくちゃい

けないんだろうと思っております。また、そういう集団に対しまして、またウエートも高めていか

なくちゃいけない、額も高めていかなくちゃいけないんだろうと思っておるわけでございまして、

その辺がやはり補助金、またはそれを支援する、１つの大きなカウントととられておるわけであり

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この補助金というのは、非常に難しいところがあるかと思うんですね。いざ改革をしようとなり

ますと、非常にしがらみ等も出てくるわけですけども、この外部評価というのも非常に有効だと思

いまので、補助金に関する審議会、こういうものを設置して、ひとつ審議していただくということ

も方法じゃないかと思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

非常にいい部分だろうと思うわけでありますが、しかし、いろんなものの考え方があるわけでご

ざいます。糸魚川市全体のものの見方、また、３地域のものの見方、また、その地域の中において、

またその区とか、またその１つのエリアとかということで、非常にいろんなものの考え方が出てく

るわけでございまして、その辺をどのように平準化しながら、また、それを１つの基準化するよう

な形ですればいいのかもしれませんが、そういったのが、なかなか難しい部分もあるわけでござい

まして、確かにそういうものをつくれば、行政としては非常にやりやすくなるのかもしれませんが、

しかし、血の通ったひとつの行政というものになってくると、またちょっと違う部分も出てくるの

かなと思ってる次第でございます。 

その数の問題ではないだろうと思うわけでございますし、そこのところを考えながら進めさせて

いただきたいと思っております。今いただいた提言は非常にいいことでございますので、少しちょ
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っと検討をしてみたいなと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

ぜひご検討いただきたいと思います。 

では次、（３）の各種の格差の是正についてでございますが、市内的には合併未調整に関してな

んですけども、未調整項目が２１７件あって、ことし３月末の時点で残る項目は、さらに調整など

が必要だということで２４件というふうにお聞きしておるわけなんですけども、この合併未調整項

目を全部調整すれば、一応は格差の解消、是正が済んでひと安堵かというふうに思ってたんですけ

ども、実際に合併してからの新たな格差が、発生してるんじゃないかという指摘も聞こえるわけな

んですが、その辺、実際はどのようにとらえていらっしゃいますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

合併での未調整はまた別にしまして、合併後の格差でございますけども、今回、全地区訪問懇談

会で各地区を回りましたら、やはり中山間地の方から、言うならば居住条件の悪さと言いますか、

条件が悪いところについて、その辺は平場とまた格差があるということで、いろんなその辺のご意

見をちょうだいしました。 

そういったことから交通問題もそうですけども、いろんな面で格差があるということを十分聞か

されてまいりました。その辺を踏まえて、今後検討したいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今、課長が申し上げられたとおりなんですが、どうしても合併をした現在、思ってた以上に青海、

能生地域の人たちにとりましては、物理的にもそうなんですが、気持ちの上でも役所の存在が、非

常に遠くなったというふうに感じてる方が多いんですね。 

今お話のように数字上の条件が同じであっても、必ずしも公平とか平等と言えないというふうな

人たちも現実にいるんです。これはやっぱり今も話がありましたように、生活環境によってかなり

違ってくる。中山間地とか限界集落の場合、同じ生活をするにつけても、地域での生活で幾つかの

プラスの条件が必要になってるし、また、子供とかお年寄り、こういう方たちもやはり差がいろん

な面で生じてくるわけですね。 

企業と違って行政にお願いしたいことは、弱者に対してこの格差分というのをやっぱり配慮して

いただかないと、なかなか難しいんじゃないかな。この三位一体の改革によっていろいろな制度が

変わったり、また合併、これは財政の切り詰めと効率を考えるということが、第一義であったわけ
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ですが、そうなると企業感覚がどうしても必要なんですけども、極論なんかもしれませんけども、

これからの施策に対しては、立案に対しては、この弱者に対する格差分というのをプラスアルファ

するような感覚で、取り組んでいただきたいなという面がありますが、その辺はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

先ほど織田課長が言いましたように、非常に地区の中ではそういう問題は出ております。やっぱ

り一方では、行政改革の中でいろんな合理化、あるいは効率化をうたってる中では、やはりそうい

うものがややもすると取り残される感がありますが、市長からも、そういうところにやっぱり目配

りをするようにということは話を聞いておりますので、やはりいろんな機会の中では、そういうこ

とも公平な市民の中での１つということでのとらえ方で、進めたいというふうに思っておりますし、

そのようにまた職員の中で、対応していきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

いずれにしましてもこの格差の問題、地域の一体感というのは、やっぱり醸成が必要なわけでご

ざいますが、そのための施策というのを欲しいわけですね。平成２１年度は、この地域の一体感の

醸成に関する施策というのを、何か考えていらっしゃったらお聞かせいただきたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

そういったことで地域の声を生で聞いてきましたので、その辺は参考にさせてもらいますけども、

具体的には、これから検討させてもらいたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

ちょっと先走った質問であったかもしれませんが、今、力を入れておられますジオパークの認定

事業、これかなり地域の一体感の醸成につながるんじゃないかなという気持ちもしてるんですが、

その辺はいかがですかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 
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ジオパークにつきましても２４カ所ですか、それぞれ指定して、今、国の方、あるいは世界に向

けてるわけですが、やはりその１つ１つの地域の中で、それらの地域資源を生かしていただいて、

それらをやっぱり地域の活性化等につなげていきたいというのも、１つの大きな目標でありますの

で、またこの事業推進に当たっては、やはり地元の方にもそれらを理解いただいて、やっぱり地元

全体が活性化をし、地域が盛り上がっていくように、その１つの手段としてもこれらを生かしてい

きたいというふうに思っておりますので、渡辺議員の言われるような方向に進めたいということで

取り組んでおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それでは（４）の分権時代の行政経営についてでありますが、この分権時代の行政経営について

は、これまでのやり方を否定することも伴う改革でもあるというふうに言われてるんですね。とい

うことは、職員の頑張りだけではできないレベルではないかと。したがって、トップマネジメント

のリーダーシップが求められているということなんですが、市長は糸魚川市のトップとして、この

行政経営に関して、今の体制で十分だというふうにお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

決して十分だとは思っとるわけではございません。 

いろんな面で、やはり創意工夫をしながらやらなくてはいけない時代でありますから、これは行

政運営だけではないと思っておるわけでありますが、この市内全域をどのように活性化や、また振

興につなげていくかというのも同じような考え方で、今までとは少しスタンスも変えないかんので

はないか。これはちょっと前段の一般質問の中で、お答えもさせていただきましたが、そのような

考え方でいきたいと思っとる次第であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この点で申し上げますと、今まで政務調査で多くの先進地を見させていただいたわけでなんです

が、先進地では結論的には、既に行政の内部的な改革というのを行っておりまして、非常に行財政

ともに安定をしております。そして、そのほとんどでこの行革を行うには、まず行政経営の品質向

上が欠かせないというふうなことで、具体的には、職員がどこに異動しても、同じサービスができ

ることが基本だということでＩＳＯ９００１の導入とか、さらに中身的には、組織体制の中では指

示待ちでなく、意思決定が図れる体制にスリム化をしていると。当市においても、この有効な政策、

施策の展開のためにも、この先進事例の導入ということが、必要じゃないかなというふうに感じる
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わけなんですが、その辺はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私もそのように考えるわけでございまして、今いろんな面で情報収集をさせていただいとるわけ

でありますが、議員の皆様方みたいに現地へ出向いてということは、なかなかないわけでございま

す。情報時代の中であるわけでございますが、やはり現地へ行って肌で感じ、またそれを実際に見

るということの方が、また本当に理解も高まるわけでございますので、そういった機会あるごとに、

また市の職員も出向かせるわけでございますので、ぜひともそのような研修に行きたいと思っとる

次第であります。 

決して行政は現状でいいと思っとるわけではございません。いいものについては、やはり早く吸

収して、よい体制を整えていきたいという考えは持っとるわけでございますので、ご理解いただき

たいと思ってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それから、この行財政改革というのは、今までどちらかと言うと住民負担の上昇か公共サービス

の削減かというふうに言われがち、二者択一の議論というのは結構あったんですけども、選択肢と

して住民負担を引き上げることなく、公共サービスの水準を維持していくというふうな選択肢とい

うのは、あるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

議員おっしゃることには、やっぱり努めていかなきゃならんと思ってますが、やはり職員一人一

人がいろんな意識改革を持つということを、これまでも話をさせてもらっておりますが、やっぱり

そういうところに尽きるのかなというふうに思ってます。また、機会あるごとにこれらのことを話

をして、やはり今置かれている市の状況等を、また認識をするようにしていきたいというふうに思

っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今申し上げたことというのは、第３の選択肢というのは、やはり市民を巻き込んで協働による改

革、このことなんですよね。したがって、行政ではそのためのコーディネートの役割を果たして、
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内部改革とあわせて協働による改革を、ぜひ本腰を入れていただきたいというふうに考えるんです

が、もう一度どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まさにそれをねらっておるわけでざいまして、合併をいたしまして３地域ばらばらだったものを

統一をして、より市民に利便性の高める事業であったり、また経費的に少なめに進めていくという

のが一番理想なんだろうと思っておるわけでございまして、それが今行われております公共交通機

関、糸魚川バスの運行計画なんかも１つの例であるわけでございますが、そのような形で創意工夫

をしながら、利便性を高めながら何とか改革にもっていきたいわけであります。 

これはすべてそのような形にいくのは、ちょっと難しいわけでございますが、今、議員ご指摘の

点については、一番理想の形であろうと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それには、私は前にも２回ほど質問をさせていただいたんですが、住民自治基本条例の制定とい

うのは、これは協働のまちづくりを行う場合に、やはり必要になってくるんじゃないかと。先進地

のほとんどの地域が、そういう条例を制定している。近くは上越市、妙高市、こちらの方も取り組

んでおるんですが、前２回の提案については、残念ながら必要がないというふうなお答えをいただ

いてるんですが、ぜひともご一考をいただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

これに関しては、私はいつもお答えをさせていただいてるように、屋上屋はやはりつくりたくな

いという気持ちでございますし、必要ないのではないかなと思っております。今の中で、十分対応

できると考えてるわけでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

つくらなくても、それ以上のいわゆる効果があらわれれば、そこにこしたことはございません。 

それから、この厳しい財政状況の中で、行政運営の効率性と有効性を高めるために、予算編成の

システム改革、これが挙げられているわけなんですが、予算編成の権限と責任を事業実施部門に移
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う方式で実施しているのか。従来の査定方式で一本でやってるのか、お伺いをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

予算編成の手法でございますけども枠配分方式、新潟県も含めまして、県単位ではそういうケー

スが往々にして見られます。大きな組織ですとやはり枠配分ということで、各部局に一定の枠配分

をするというのが必然的ではないかなというふうに考えております。 

当市につきましては、従前は１件査定ということで、１件、１件査定をしてるという状況でござ

いますけども、新年度の予算編成につきましては、一応これから理事者とまた協議をさせてもらう

ということで、その中では予算編成の手法等も含めて協議をする予定でございますので、きょうに

ついては、その辺の方向性については、まだご勘弁願いたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

具体的なことは結構ですけども、今なぜ多くのところで枠配分方式というのを採用してるのか。

このメリット・デメリット、今感じている点をお願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

枠配分のメリットでございますけども、それぞれの部局の中で一定の予算枠と言いますか、それ

を設定させてもらって、その中で各部局の意思と言いますか、考え方に基づいて配分をするという

ことになります。したがいまして、各部局の、今後のその部局の方の目的に沿いまして、こちらの

方に自分たちでは重点配分し、こちらを削るという、そういう作業ができるということで聞いてお

ります。 

ただ、いずれも財政事情が厳しいときに、それぞれ一定の枠を決めて自由配慮というものもする

わけでございますけども、予算の編成の仕方では、最終的には、理事者なりトップが最終判断をす

るという１つの手法かということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

いずれにしましても、この枠配分方式というのは、査定方式に比べて財政状況とか、事業コスト
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に対する意識の向上、これにつながるんじゃないかなと、私なりに判断をしてるんですが、採用に

向けて、できれば検討をしていただければなというふうに思っております。 

では、最後になりますけども、平成２１年度、市長が描く夢の部分に予算配分をできるのかどう

か、これを最後にお伺いをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

２０年度は、選択と集中という１つの考え方をとらさせていただきました。２１年度におきまし

ても、やはりこの選択と集中をしながら目的、また、今、議員ご指摘のような糸魚川市民が同じ方

向で見ていけるような夢というものに対して、進めていけるような予算をつくっていきたいと思っ

ております。それにつきましては、なるべくその事業というものをあまり圧縮しないようにという、

今議員もご指摘いただいてるかもしれませんが、できる限り市民の要望を多く入れながら、つくっ

ていきたいという気持ちでおるわけであります。 

厳しい財政状況の中で、どこまでできるかわかりませんが、精いっぱいそれに努めていきたいと

考えてる次第であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

ありがとうございました。 

すばらしい方針が出てくることを期待をいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、渡辺議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

２時２０分まで暫時休憩します。 

 

〈午後２時０９分 休憩〉 

 

〈午後２時２０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、松田 昇議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 〔３０番 松田 昇君登壇〕 



－ 267 － 

＋ 

○３０番（松田 昇君） 

市民ネット２１の松田昇です。 

事前に提出いたしました発言通告書に基づきまして、１つは、ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）の推進について、２つ目は、高齢化が進んでいる集落への取り組みについて、最後

に、北陸新幹線建設について、市長の考えを伺います。 

初めに、ワーク・ライフ・バランスの推進についてであります。 

新潟県では昨年の１０月２９日、各経営団体、労働団体、県内の自治体と県で、新潟県ワーク・

ライフ・バランスの推進共同宣言を行っています。ワーク・ライフ・バランスの説明にもなります

ので、共同宣言文を紹介します。 

今、仕事と生活の調和を意味するワーク・ライフ・バランスという理念が事業経営、そして地域

社会に大きな影響を与えつつあります。 

このワーク・ライフ・バランスという理念は、日本が直面する少子化、そして世界のどの国にも

経験したことのないスピードで進んでいる、高齢化に対する１つの答えでさえあると言われていま

す。現在、仕事と生活の調和のとれた働き方への希求、企業の生産性向上や活性化、雇用の確保に

おける雇用環境の整備の必要性は一段と高まっています。 

こうした環境下、仕事と働き方を見直し、働く人が職場、家庭、そして地域社会で生き生きとそ

の役割を果たすことができるような環境を整備するとともに、付加価値が高く、持続可能な経営を

目指し経済界、労働界、行政が一体となり、ワーク・ライフ・バランスという理念を実践に移すと

きにきていると確信します。 

本日、地元経済界を支える社団法人新潟県商工会議所連合会、新潟県商工会連合会、社団法人新

潟県経営者協会、新潟県中小企業団体中央会、新潟経済同友会、地元労働界を支える日本労働組合

総連合新潟県連合会、行政の担い手としての新潟県市長会、新潟県町村会、そして新潟県の各団体

がワーク・ライフ・バランスという理念に共鳴し、その実現に向け以下の行動を推進することをこ

こに宣言します。 

１つ、仕事と生活の調和のとれた働き方ができる環境を整備します。 

多様な働き方を選択できる制度と環境の整備。 

長時間残業の削減や健康と生活に配慮した労働時間の設定。 

休暇制度の充実と取り組みの促進。 

２つ目に、子育てや家族の介護をしながら働く人々を支援する職場をつくります。 

次世代を育成していくための一般事業主行動計画の周知と促進。 

男性も女性も生き生き働ける企業を目指すハッピーパートナー企業の周知と促進。 

育児、介護休業の取得促進。 

３つ目は、家庭だけではなく社会全体で子育てをサポートする地域の子育て支援体制を整備し、

充実します。 

多様なニーズにこたえる保育サービス等の充実。 

ＮＰＯ、子育てボランティアと行政、経済界との連帯強化。 

平成１９年１０月２９日。 

なお、最後に各団体名と代表者が署名されているものであります。 
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国でワーク・ライフ・バランス憲章が審議されている段階で、この共同宣言は全国的にも評価さ

れるものでございます。 

そこで、以下の３点について伺います。 

(1) ｢新潟県ワーク・ライフ・バランス推進共同宣言｣に基づき糸魚川市ではどのような取り組

みを考えているか伺います。 

(2) 市民や事業主に今までどのような方法で周知し、具体的な取り組みを行ってきたか伺いま

す。 

(3) ｢新潟県ワーク・ライフ・バランス推進共同宣言｣に沿って｢ワーク・ライフ・バランスの

街づくり宣言｣を関係団体と協働して行う考えはないか伺います。 

次に、高齢化が進んでいる集落への取り組みについて伺います。 

６月議会以降も、私は地域に伺っているところであります。買い物や病院などへの交通確保の問

題、冬季間の除雪への対応、急病や負傷などの緊急時の対応に不安があるなど、集落によって違っ

ています。 

住民の力だけで再生が難しいところは、状況によってはきめ細かな支援策が必要でしょう。そこ

に住む人たちの最後までの生活の質を維持できるような、福祉や医療などのサービスを充実しなけ

ればなりません。そして、そこに息づく人、風景、文化などを含めた暮らしを支えるという認識を

一人一人が持つことが、何よりも大切だと考えました。 

そこで、以下の点について伺います。 

(1) すべての施策が問題解決として取り組みがされていますが、現在庁内関係１０課で検討を

進めています内容について伺います。 

① 日常生活の維持等に関する課題。 

ア 除雪（雪）への対応について。 

イ 住民の健康維持等について。 

ウ 住民の移動手段の確保について。 

エ 防災、安全機能の確保について。 

② 地区機能の維持等に関する課題。 

ア 中山間地域の機能維持のあり方の検討について。 

イ 地区機能の維持・再生等のあり方検討について。 

(2) 全地区訪問懇談会を通じて地区の課題を聞き取りされてきましたが、どんな課題が浮き彫

りになったか伺います。 

最後に、北陸新幹線建設について伺います。 

新幹線は速く目的地に行くことができ、安全性、定時制と社会の快適性にすぐれた、人と地球環

境にやさしい高速交通の機関です。 

北陸新幹線は東京を起点に、長野、上越、富山、金沢、福井などの主要都市を経由して新大阪に

至る、総延長４００キロメートルの路線となります。そして現在、長野白山総合車両基地間がフル

規格で、平成２６年度末の完成を目指して工事が進められています。私たちの糸魚川地域において

もトンネル部、明かり部分、橋りょう部分も、着実に進められているのはご案内のとおりでござい

ます。 
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しかし、開通に向けての課題、開通後のまちづくりや並行在来線の北陸本線、及び枝線の大糸線

など、重大な課題が山積みされていると考えます。 

そこで、以下の点について伺います。 

(1) 埋蔵文化財調査、用地取得の課題と今後の取り組みについて伺います。 

(2) 駅周辺整備の課題と今後の取り組みについて伺います。 

① 糸魚川駅北口駅前広場及び南口駅前広場について。 

② 市道糸魚川駅南線について。 

③ パーク＆ライド駐車場について。 

④ レンガ車庫について。 

(3) 並行在来線（北陸本線）の課題と今後の取り組みについて伺います。 

(4) 大糸線の課題と今後の取り組みについて伺います。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

松田議員のご質問にお答えいたします。 

１番目のワーク・ライフ・バランスの１点目と２点目、当市の取り組みにつきましては、事業主

に対し育児休暇制度等の拡大の働きかけを行うとともに、市民に対しては父親への子育て参加の啓

発を行っております。 

周知方法につきましては、広報紙やホームページのほか企業への制度説明会や、子育て中の家庭

へのマニュアル配布などを行っております。 

なお現在、市内事業所を対象にアンケート調査を行っております。この結果を分析して、新たな

取り組みを考えてまいりたいと考えております。 

３点目、街づくり宣言につきましては、現在でも各部署で仕事と家庭の調和を目指した事業に積

極的に取り組んでおり、新たな宣言については、今のところ考えてはおりません。 

２番目の１点目、関係課の検討内容についてでありますが、１つ目の日常生活の維持等に関する

課題のアにつきましては、小型除雪機の地区対応を前倒しするため、今回、補正予算を計上いたし

たところであります。 

イとウにつきましては、路線バスの１０月ダイヤ改定に合わせまして、市街ループ線を新設し、

各路線から市街地へ乗り入れることにより、通院や買い物への利便性の向上が図られることになり

ます。また、交通空白地域でのコミュニティバス等の新規運行と、高齢者交通費助成事業の見直し

も検討いたしております。 

エにつきましては、昨年度、災害時要援護者避難支援プランを作成し、本年度は、特に自主防災

組織の育成支援と、防災リーダーの育成に努めております。 

２つ目、地区機能の維持に関する課題につきましては、一義的には各地区の自主的な取り組みに

よるものであることから、今後、該当地区の意向を把握する中で、支援のあり方を検討してまいり

ます。 
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２点目、全地区訪問懇談会につきましては、さまざまな意見や要望をいただいておりますが、現

在、集計、分析中であります。まとまり次第、実施計画や新年度予算に反映するよう指示いたして

るところでございます。 

３番目の北陸新幹線建設についての１点目、埋蔵文化財調査、用地取得の課題と今後の取り組み

でありますが、この調査につきましては、ほぼ計画どおりの進捗であると確認いたしております。

今月から１２月にかけて、新幹線駅周辺の試掘調査が行われる予定であり、その状況を見守りたい

と考えております。 

用地取得につきましては、未契約の地権者もおりますが、引き続き早期取得に向け、用地交渉を

進めるとのことであります。 

２点目の１つ目、北口駅前広場につきましては、都市計画変更に向け県やＪＲ西日本等関係機関

と協議中であります。 

南口駅前広場と、２つ目、市道駅南線については、昨年度に引き続き残りの用地取得と工事を進

めてまいります。 

３つ目、パーク＆ライド駐車場については、都市計画決定と事業化について県と協議を行ってお

ります。 

４つ目、レンガ車庫につきましては、新幹線駅建設の支障になることから、現在の場所にそのま

ま保存するということは不可能なことであります。 

３点目、並行在来線の課題と今後の取り組みにつきましては、本年８月２７日に新潟県並行在来

線開業準備協議会が設立されたところであります。 

今後は、経営計画の策定や経営主体の設立準備に向け、県を中心として沿線３市が協力して進め

ることから、さらに具体的に進展していくものと考えております。 

４点目、大糸線の課題と今後の取り組みにつきましては、当線は観光交流路線でもありますが、

沿線住民の生活路線でもあるため、沿線の利用者数の減少が大きな課題と考えております。 

今後は北陸新幹線開業後の相乗効果による旅客増加の期待も考えられることから、大糸線利用促

進輸送強化期成同盟会を中心に、大糸線ＰＲ用パンフレットの作成などを実施する中で、利用促進

に努めてまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

１点目のワーク・ライフ・バランスですね。冒頭、行動メニューと言うか骨子について３点申し

上げました。１つは、仕事と生活の調和のとれた働き方ができる環境の整備をします。それから

２つ目は、子育てや家族の介護をしながら、働く人々の支援する職場をつくります。それから３つ

目は、家庭だけでなく、社会全体で子育てサポートする地域の子育て支援体制を整備、充実します。 

今、市長から話があったように、企業に対する、あるいは市民に対すること、広報だとかホーム

ページだとかっていろいろあったんですが、このことを当然、宣言を昨年されているんですから承
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かなって思ってるんですが、この辺はどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

ワーク・ライフ・バランスにつきましては、昨年度、今、議員がおっしゃられたように１１月に

県の方で宣言をされたわけであります。我々としてはそれを受けた中で企業のための、ワーク・ラ

イフ・バランスと一緒に考えられるのは、企業のために両立支援、助成制度ということも、ワー

ク・ライフ・バランスの中にも入っておりますので、そこら辺の周知をするために、昨年度は企業

へ向けて説明会を実施をしております。さらには、ことしの５月にも雇用者協議会の事業主の皆さ

んのために、企業のための両立支援セミナーというものを開催をしております。 

ここの部分をさらに具体的に、まだまだ企業の皆さんに周知をしていきたいということから、市

長が先ほど答弁の中で申し上げましたアンケート調査をして、アンケート調査の内容を分析する中

で、次の展開を考えていきたいというふうに考えております。 

議員のおっしゃるように具体的な方向につきましては、これからどんどん企業の皆さんに周知を

していきたいという考え方でおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

最近、企業はやっぱり短期利益を追求しておりまして、労働者は心身ともに疲れ、健康問題等が

発生してるわけですね。自殺者のことについて、この間、新潟日報の記事に載ってました。 

昨年の本県の自殺者は７６７人だそうです。恐らく交通事故の４倍程度の自殺者が出てるんじゃ

ないかなと思っております。全国平均の自殺率というのは２４.４人、新潟県は３２人であります。

年齢別では４０歳、５０歳が多いですね、これは全国的に多いと言われているんです。その中でも

新潟県が多いということを言ってるんです。 

そういうことを考えると、このワーク・ライフ・バランスというのは、やっぱり先ほどの宣言じ

ゃないけど、ある意味では的を射てる時期に、新潟県が経済団体だとか労働界、それから自治体も

含めて市町村会長の判こまで押してされたわけですね。やっぱりこの辺をもっと真摯に受けとめな

がら、今後進めていってほしいなというぐあいに思います。 

次世代育成支援糸魚川市行動計画、これ改正版が新しくできております。その中に、仕事と家庭

生活との両立の推進っていうのがあります。これは３つあるんですね。 

１つは、多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等、事業名は育児休業等の普及促

進、これは商工観光課が主にやってる。２つ目は、仕事と子育ての両立の推進、事業名は子育てお

役立ちブックであります。これは福祉事務所、生涯学習課、健康増進課であります。いま１つは、

就労環境の整備促進、事業内容は、事業所への短時間勤務の導入など、就労環境の整備を働きかけ
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る。 

冒頭、市長からもそういうことでの話があったように受けとめますが、こうやって糸魚川市の行

動計画の中で、そのワーク・ライフ・バランスの項目としてこの項が挙がってきているわけですね、

私はそう受けとめております。これは例えば実施中だとか、一部実施中だとか、この３つの項目で

書かれているんですね。これ今具体的に、さっきの市長の部分もあるんだけど、具体的にじゃあど

のような取り組みをして、成果としてどのようなことで上がってきているのか。この辺を、ちょっ

とお伺いをしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

具体的に効果がどうであるかということでございますが、現状では今は周知をしているという段

階でございまして、これから具体的に効果は少しずつ出てくるというふうに考えておりますが、ま

だまだ市内の企業の皆様の、このワーク・ライフ・バランスに対する意識も若干低いのかなという

考え方を持っております。ここら辺をまず企業の皆様に、事業所の皆様に理解をいただいて、会社

の中で育児休業を取れたり、逆にはいつでも介護のために休めるようなシステムづくり、環境づく

りを、商工観光課としてはお願いをしていくべきという考え方でおります。まだこれから具体的な

ものを、くみ上げていきたいというふうに考えています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

ぜひ具体的に取り組んでほしいということで申し上げますが、昨年の７月１７日に政府は、ワー

ク・ライフ・バランスの推進官民トップ会議を開催しまして、時の官房長官や内閣府特命担当大臣、

それから当時の関係閣僚ですね、日本経団連会長、全国知事会会長、労働団体から連合会長、それ

から大学教授など有識メンバーが集まって、少子化対策には働き方の問題の解決が重要であるとい

うことを言われまして、１２月１８日に、仕事と生活の調和の憲章、及び仕事と生活の調和推進の

ための行動指針がつくられました。 

憲章の中で地方公共団体の役割として、仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によって異なる

ことから、その推進に際しては地方公共団体がみずから創意工夫のもと、地域の実情に応じた展開

を図る。 

また行動指針では、地方の実情に即した、仕事と生活と調和の実現に向けた住民の理解や合意形

成を促進する。ＮＰＯ等の活動を通じて、中小企業、経営者等の取り組みの促進を図る。仕事と生

活の調和を実現している企業は社会的に評価する。多様な働き方に対応した保育サービスの充実等、

多様な子育て支援を展開する。地域の実情に応じて育児、介護等を行う家族を支える社会的基盤を

形成するということで、具体的にこの方針が出てるわけですね。 

糸魚川市としてもやはり行政、経営者、事業主、労働者、市民等によって、仮称でありますが、



－ 273 － 

＋ 

仕事と生活の調和推進協議会みたいなものをつくって、先ほど宣言は考えていないということなん

ですが、より具体的に進めるために計画策定を行いながら、具体的な取り組みを行っていったらど

うか。ですから、具体的にそういう協議会をつくって、先ほどもこれからって話もあったんですが、

こういうものをつくる考え方はないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答えを申し上げます。 

協議会の設立等で一緒にやったらどうかというご提案でございますが、まずは我々としては、今

現在行っておりますアンケート調査をもとに、それをさらに分析した中で、今後そのようなものが

必要なのかどうか考えてまいりたいと思いますが、今現段階では、すぐに協議会の設立というとこ

ろまでは考えておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

ぜひアンケート結果も出てくるだろうと思いますが、今、私が申し上げたように協議会的なもの

をやはりつくる中で、このワーク・ライフ・バランスの取り組みを新潟県の中で１つの自治体とし

て、積極的に取り組んでいただきたいなというように思っております。 

２点目、高齢者が進んでいる集落の取り組みについてであります。 

先ほど具体的に市長の方から、こういうことで取り組んでいますよということで話がありました。

昨年の９月に調査をして、今１０課でやって、より具体的なことでこうやっていこうということが

あったんですが、私も現地へ出かけているんですが、担当課で、またさらにその関係５０地区とい

うところへ出かけて、関係者から意見を聞くとか、そういう作業をされてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

全地区訪問懇談会の方は、各課長クラスが出向いておりますので、１２１会場へ出向いておりま

す。そういった点では、中山間地も含めていろんな話を聞いてきたというものであります。その辺

を今回まとめて、この高齢化が進んでいる集落の対策についても、その辺については参考にしたい

と思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 
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私はやっぱりもう１年たつんですから、それぞれの課で検討するんですから、庁内で検討じゃな

くて、そこでそれぞれの課がそういう現地へ出かけて、関係者からよく話を聞いて、さらに検討を

深めてほしいと思うんですね。 

ここ数年、私も歩いてみていろんなことで生活道路、市道の舗装率もデータで見ると７０％、上

水道も約９０％って普及されていて、生活環境がある意味ではよくなってきています。やっぱり私

が感じるのは、ここの検討課題にありますけど、先ほども市長からも話があったように病院への通

院ですね、あるいは日用品の買い物等、やっぱり困っているんだなということをつくづく思いまし

た。そのことによってバス運行計画が見直されて、この１０月から始まるということを言ってるん

ですね。 

先ほども市長からも話があったし、冒頭、新保議員にも空白地区のバスの問題ですね、来年度に

向けて検討したいとか、きのうの伊藤議員では検討するよう指示してるとか。今の話ですと検討し

ていきたいという話だったんですね。私は６月議会で、これは議事録の２６８ページを見ていただ

ければいいんですけど、田鹿課長は、交通空白地域の部分については１０月１日までに方法を示し

たい、それから何らかの形で埋める考えをしたい、示したいということを言ってるんですね。それ

が今ほど言ったように、あの６月議会は何だったんだろう、議会って何なんだろうってことをやっ

ぱり考えさせられました、この２日間。 

私は市長の答弁を聞いていて、何なんだろう、この先送りというのは。バス運行計画も、どんど

んどんどん先送りしてきたんですよ。市民はこの空白地域におけるデマンドバスや乗合タクシーの

ことを非常に期待していたんですよ。それが先送りしていくんですよ。なぜかってことなんですよ

ね。 

それとこの議会に対する思い、どうなんでしょうかね。私は議会軽視まで言いませんけど、ここ

で２６８ページの会議録を見ていただきたい。しっかり言ってるんですよ。それを先送りってどう

いうことなんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

先送りというお話でございますが、具体的な案としてまだお示しするところではございませんが、

空白地域の部分につきましては、現在、既存運行されている地区が、歌、外波、市振、上路、小滝、

川詰、大洞、高倉の地区が、コミュニティバス、もしくはふれあい交通という形で何らかの交通手

段が確保されております。 

今現在、検討しているのは、先ほど市長の答弁にもございましたが、新規運行地域、早川地区の

中で東海、赤沢、井出、谷根、高谷根、西塚、東塚、猿倉、砂場、北山という地区が、まだ運行さ

れておりません。我々のボーダーラインとすれば、交通空白地域をどのように定義をするかという

ところで考えておりますが、現在、新潟県の並行在来線対策協議会の調査の中でも出ておる指針を

考えますと、最寄りのバス停から約半径５００メートル以上離れた地区が空白地域という考え方。

さらには、高齢化の関係もございますが、集落人口が１０名以上の地域の皆さんを対象に、今、空
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白地域を考えたところでございます。 

今申し上げた地区につきましては、対象になりますことから、新規運行計画の中で、来年４月か

ら考えております。ただ、受けていただく業者等は、まだ今検討段階でございますので、この地区

については、このような運行を４月から開始をしたいという考え方でございます。 

さらにこれから離れます、集落人口が１０名未満の地域でございますが、この地域の皆様につき

ましては、別途、交通費等の対応で考えていきたいということで、今、庁内の関係課で協議をして

いるところでございます。 

したがいまして、決して６月議会の答弁を忘れているわけではございませんが、まだなかなか具

体的にお話する段階ではないということで、答弁をちょっと控えたわけでございますが、新保議員

のご質問にもあったんですが、ちょっと答える機会がなかったということで、今お答えをさせてい

ただきます。 

さらに高齢者の交通助成事業の見直しを今やっておりまして、まだまだこれも具体的になってお

りませんが、シルバーお出かけパスということで、ある程度金額をご負担いただく中で、１年間乗

り放題のバスを考えたらどうかという考え方も考えておりますし、これについてはもう少し具体的

に詰めて、皆さんに発表できる段階になるまであれですが、こんなことを詰めて検討して方向は出

しておるところでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

あなたを個人的に責めるつもりもないんだけど、だけど６月議会であれだけ言ってるんだよ。今、

確かにここまで具体的になれば、あと文書に書けばもっとわかりやすくなるんだけど、そこまで言

ってるのに行政報告の中でもない。今回の一般質問を通じていても、具体的にそういう話もないわ

けですよ。ですからおれとすれば、やっぱりそういう具体的な部分が、当然出てくるもんだろうと

思ってたんですよ。それが出てきていない。私から言えば先送りをされて、じゃあ今までの約束は

どうなったと、やっぱり思っちゃいますよ、考え方では。 

その辺、来年の４月１日に向けてということで具体的になって、ある意味では私は１０月１日か

ら、そのことがもう実施されるんじゃないかという思いもあったんですよ。それが先送りを、補助

券と言うか交通費の問題もありますけど、その辺をぜひ具体的に、やっぱり示していただきたいな

というように思います。 

いま１つは、私は関係者と話し合っていてわかるのは、そこの小さな集落をどうにかしていきた

いなということもあるんですけど、やっぱり地域全体で地域づくりをどうしていくか。例えば磯部

地区をどうするんだとか、根知地域をどうするんだとか、歌、外波地区をどうするんだとかという

地域づくりですよね。だから小さいとこでああだ、こうだじゃなくて、やっぱり地域づくりの中で、

どういう方向を出していくかということは、私は重要だなというように思います。 

前に旧糸魚川では地域別計画というのがあったんですが、こういう考え方でより具体的に、地域

でこういう地域をつくっていこうということはできないでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

地域でということでありますけども、今回、全地区訪問懇談会へ行きまして話を聞きましても、

やはり地域の問題、その地区によって世帯数が多ければいいとか、少なければということでなくて、

多い少ないに関係なく、また地域の条件がいい、悪い関係なくして、もう自分の地区はまだまだ頑

張れるという地区がございます。また、世帯数が多いんだけど、もうそろそろ心配だというのもあ

ります。そういった点では、やはり世帯数だとか地域の実情と言いますか、実態とまた違っている

んじゃないかなというふうに考えております。 

そういった点を踏まえて、実際に各地区で具体的にそういう要請があって、市と地区とで検討す

るということで考えてますけども、ただ、まとまってある程度の地域ということで、先ほど例示さ

れましたけども、地域については、また次の段階かなとも思っております。その辺の各地区ごとに、

例えば振興計画なり活性化計画なりを策定しようという意気込みがあれば、それには応じたいとい

うふうに考えておりますけども、その辺で、各地区の方との対応によるということで考えておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

私はそれぞれの地域は元気だと思うんですよ。糸魚川の皆さんは本当に元気にやってると思いま

すので、ぜひそういう意見を含めて、それぞれの地域の意見を吸い上げていただきたいなというよ

うに思います。 

北陸新幹線建設についてであります。 

埋蔵文化財については、糸魚川駅高架工事が始まりました。レンガ車庫の撤去するには代替えの

機能の施設が必要だって話を聞きました。この施設をどこへつくるかわかりませんが、レンガ車庫

は、２２年の春から夏にかけて撤去したいという話がありました。そうなると、代替え施設をどこ

へ建てるかという問題があるんですね。もし駅構内でやるっていったら試掘はされるかもしれんけ

ど、埋蔵文化財に影響ないのか。 

２点目は行政報告にもありましたけど、要は高架橋工事に影響が出ないのか、埋蔵文化財のやつ

が。これもあれなんですが、平成２６年開通と言われているんですが、１年前に前倒しで試験運転

もしたいという話も出ているんですよね。この辺、まず施設の建設に影響がないのか。スケジュー

ル的にはもう大丈夫、こう考えられているんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。 〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 
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レンガ車庫、先ほど平成２２年の春から夏に撤去するということで機構から聞いておりますし、

それに伴いまして、そのレンガ車庫の機能をさきにつくらないと撤去できないということでありま

して、その機能の場所でありますけど、現在の駅構内の中で、新幹線等々の支障のないようなとこ

ろへ入れるというふうに聞いております。 

それから埋文につきましては、埋文の試掘箇所についてやるわけですけども、その試掘箇所は、

もしＪＲの支障物件のあるところについては、支障物件を除いてから埋文の試掘をやるということ

を聞いております。 

埋文が新幹線の開業に影響ないかというお話でございますけども、事業主体でない市としまして

は、仮定の話にお答えすることはなかなか難しいんですけども、いずれにしましても機構としては、

平成２６年度末開業という大きな命題を抱えておりますので、それに沿って事業を進めているとい

うふうに認識しておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

じゃあ用地取得も人ごとのごとく、要は新幹線建設には支障ない、そう認識されているんですか、

課長は。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。 〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

用地については、地権者個々の課題等はあるんですが、現在、交渉中のことでもありますので、

具体的なことは差し控えさせていただきたいと思いますけども、先ほども申しましたように、平成

２６年度末開業という大きな命題があるということで、機構としてもそのあたりも十分考えたこと

で、土地収用法の適用も視野に入れた事務作業もしているというふうに聞いております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

機構の問題じゃないんだ。糸魚川として新幹線推進課としてどう進めていこうって、やっぱりそ

ういうものをきちっと持って、あなたのきちっとした考えを持ってやっぱり進めていってほしいな

というように思います。 

それから北陸新幹線駅周辺整備基本計画っていうのがあるんですが、６６ページにこう書かれて

います。駅周辺施設の概算ですね、資料から言うと駅舎には１２億円、南北自由通路には６億円、

北口広場には１２億５,０００万円、南口広場に７億８,０００万円、南口シンボルロード、市道糸

魚川駅南線ですが１２億３,０００万円、全体で５１億円であります。 

現在、この状況ってどうなっていますか。それから、国等から補助金がどうなりますか。それか

ら、ＪＲ等の応分の負担はどうなりますか。それから、糸魚川市民の税金の持ち出しはどうなるか。
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その辺の試算はどうなっているんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。 〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 

○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

駅周辺整備事業につきましては、実施中の駅南線など一部を除きまして、現在、詳細設計はもち

ろんのこと、基本設計も完了しておりませんので、事業費は概算の概算ということでご理解をお願

いしたいということが１つ。 

それから、現在ＪＲ西等々と、基本的な事項について協議中でありますので、今後、変わり得る

ということを前提でお話をさせていただきますけども、全体で駅周辺の整備事業費が今のところ約

５１億円と考えております。それから平成２０年度以降、ことし以降ですけども、駅周辺につきま

しては約３５億５,０００万円ほど今後必要でないかというふうに、現在のところ想定してござい

ます。 

それの財源としましては、駅周辺につきましては国費が約１３億２,０００万円ほど、それから

起債が１９億１,０００万円ほど、その他一般財源。それから今後、ＪＲとの協議によりますけど、

それを含めて約３億２,０００万円ほど必要じゃないかというふうに、現在のところ試算をしてい

るところであります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

５１億円がかかるということですね。南口広場ですね、新しくできますので、それなりにイメー

ジがわきやすいのかなと思っております。北口はちょっと広報でもあるんですが、新幹線駅舎のデ

ザインというのは２１年から２２年の間で協議していって、建設は２３年以降ですよね。南口駅前

広場と市道糸魚川南線については、もう着工と言うか一部供用、工事用もあるんですが、２２年度

末完成ということで聞いているんですが、駅舎設計だとか、パーク＆ライド駐車場との整合性につ

いてどうなんだろうか。 

パーク＆ライド駐車場は聞き及んでいるところ、２５０台の駐車ということを聞いているんです

が、例えば大町市だとか小谷村、白馬村も含めて、どういう話し合いをされてきているのか。ある

いは富山県側の例えば朝日町さんと、どういう話をしてきているのか。南口駅前広場は

３,０００平方メートルって聞いております。ロータリー式にしてバス停があるよと、タクシープ

ールもある、送迎スペースもあるよと言われているんですが、今ほど言ったこの近辺の市町村とど

ういう協議をされてきたのか、その２点についてお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

岡田新幹線推進課長。 〔新幹線推進課長 岡田正雄君登壇〕 
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○新幹線推進課長（岡田正雄君） 

お答えします。 

北口広場、それから駅舎等々につきましては、先ほど議員がおっしゃったように、今後、新幹線

駅舎については２１年から２２年にかけてデザインの検討をやるということでありますが、当市の

所管します広場、橋上駅舎等につきましても、基本設計、実施設計等を含めて２１年から２２年に

かけてやりたいと考えておりますので、その中でデザイン等の整合を図りながら、考えていきたい

というふうに思っております。 

それから駐車場について、大町等々と話をしているかというお話でございますけども、具体的な

話につきましてはしておりません。ただ、駐車場の台数を算定する際には、駅勢圏の人口等をベー

スにして、どれだけ台数が必要なのかというところから算出しております。その中では白馬、小谷

村が糸魚川駅で乗っていただくだろうということを想定して、そういうことを勘案しながら台数を

算定しているところであります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

糸魚川駅周辺、糸魚川のまちをどうするか、まちづくりをどうするかって考えたとき、今ほど言

ったように周りの市町村とやっぱりどうしていくか。交流人口をどうふやしていこうかって論議し

てる中で、何も話してないで、私たちで淡々と進めますって。これちょっと、もっともっと計画的

に、どうやってまちをつくっていくかということを、真剣に私は論議をしてほしいなというように

思います。 

次に、レンガ車庫なんですが、このピンクの紙はご案内のとおりです。今回、レンガの壁を将来

に残そうということで出ていますが、まず、このことについて県議をはじめ知ってる著名人の方々

が呼びかけ人になっているんですが、私もレンガ車庫の活用を募金を集めてやろうということは私

も賛成でございます。ですから、このことを承知をされているのか。国土交通省の支援事業だとか、

過疎債の組み合わせも含めての償還額まで書かれていますが、その辺いかがか。 

それからレンガ車庫の活用検討案というのが、昨年出されております。４億６,０００万円とい

う多額の費用がかかるということを言われているんですが、私は費用をかけないように、ぜひ部材

の活用をしていただきたいと思っておりますが、保存活用研究会及び今回できましたレンガ車庫基

金実行委員会との話し合いがあるかと思いますが、市長としては、このレンガ車庫の活用をどのよ

うにお考えか、お尋ねいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えをいたします。 

私といたしましては以前から貴重な建物であるということの中から、調査をさせていただいたわ
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けでございまして、今本当に巨額な金が出てきて、それで今どうすればいいかというとこもあるわ

けでありますが、しかし、これはやはりそういった金額を見ますと、少し大変な状況だという形で

あるわけであります。 

そういう中で、私といたしましても精いっぱい何か残していきたいという気持ちは持っておりま

すが、これから今、駅舎建築の中でどうやって生かすのかということもあるでしょうし、今、議員

ご指摘のように市民の保存会の皆様方が、また新たな展開を今またしておるわけでございまして、

その辺もあわせて、これは私は貴重なご意見だろうと思っておりますし、また保存会の皆様方の署

名活動もあるわけでありますので、そういった方々の意見というのも、やはり無視のできないこと

だろうと私はとらえておるわけであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

新潟県並行在来線開業準備協議会が発足したということを、先ほど市長から話がありました。副

会長の市長はって、これは新聞報道なんですが、北陸本線は住民の足とともに物流の根幹をなして

いる。一在来線を越えて位置づけの論議をと述べられています。私も日本海側の幹線だというふう

に位置づけております。物流が全国ネットで動いてるわけですから、途中で切断されてはならない

というように思っております。経営分離の原則そのものをやっぱり見直して、政府与党に私は求め

るべきだろうと思うんですよね。 

たしかこれは１７、８年前の話なんです、この政府与党のこれ出たのは。やっぱり私は市長とし

て政府与党にと言うか、これを求めていくべきだと思うんですが、市長、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

当然、北陸線につきましては重要な任務と言いましょうか、鉄路のやはり大切さを担っておる施

設だととらえておるわけでありますし、これを今なくしてはいけないという部分もあります。北陸

新幹線、並行在来線という形の中で、今非常に論議する時期に差しかかっておるわけであります。 

ご存じのように県を中心にして沿線３市が、今、その途についたと私はとらえておるわけであり

ます。ご存じのように北陸新幹線を採択するときに、県は責任を持って対応するということでスタ

ートしたわけでございますので、その動向を見ながら。私の意見は、今、議員ご指摘のとおりであ

るわけでございますので、その中で私はやはり保存、そして存続をしっかりしていきたいと思って

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 
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枝線の大糸線ですが、先ほど市長の答弁って、やっぱり私自身は熱意が伝わってこない。要は新

幹線開業後、その大糸線をどうしていこうかということをやっぱり考えるべきだろう。 

特別委員会の資料を見てもそうなんですが、全線開通５０周年記念事業をやったよと、利用者が

横ばいだったよ、この辺なんですよね。利用促進輸送強化期成同盟会で要望書を出しているんです

よね。会員の皆さんを見ると、そうそうたるメンバーなんです、顧問の皆さんもそうなんですよね。

やっぱり一大闘争と言うか、要は運動を起こしていかなきゃいけないと思うんですよね。 

要望書もそうなんです。ＪＲ西日本の北陸支店ですか、そこへの要望書なんですね。やっぱり本

社まで要望書を持って行くぐらいの熱意がなければ、それは新幹線が開通したときに本当に大糸線

が持ちこたえられるのかどうかって、やっぱり疑問です。そういう熱意を示すための行動を起こし

てもらいたいと思うんですが、その辺いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

我々もやはり同じ考えで、本社の社長にというとこであるわけでございますが、やはり向こうの

方から北陸支社にという報告と言いましょうか、指示が来るわけでございますので、そういう中で

我々は、本当に今どうすればいいのかというのを考えている次第であります。 

決して糸魚川でいい、金沢でいいという考えではございません。そういう中で進めさせていただ

いておりますし、ご存じのように５０周年という節目の中では、精いっぱいこの活動をさせていた

だきました。そのことについては、いろんな評価をいただいておるわけでございますし、またそれ

にめげずやろうということで、今皆さんと対応をさせていただいとるわけであります。 

しかし、実際いろんな面で利用者の数というのも、やはり現実も現実であるわけでございますが、

しかし私は最近見ておりますと、大糸線の利用客が少しずつふえとるように思っております。その

ようなことを、またいろんなところで発表なり主張をさせていただいて、存続に努めてまいりたい

と思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

最後なんですけど、先ほどの駅周辺整備に５１億円、新幹線建設に１４億円かかるっていう話も

前から聞いているんですが、先ほどから聞いてるように新幹線推進課、建設課、それから商工観光

課って、いろいろ今の質問だけでもそれだけ担当がいるんですね。確かに部長制もひいてあります

けど、この新幹線にかかわるプロジェクトというものを、つくる考えはありませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 
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新たなプロジェクトということでございますけれども、行政の課の設置を見ますと、私は常々言

うとるんでございますけれども、建設課とか農林水産課は固有な歴史のある課でございますけれど

も、新幹線は開通した後については課の存続が不要になるということから、新幹線そのものが日々、

毎日がプロジェクトの課であるということでとらえさせてもらって、仕事を進めてさせてもらって

おります。 

今申された、その中で建設課、あるいは商工観光課との調整につきましては、私の方で事業費、

事業の調整、あるいは市民団体等々の調整を図らせてもらっておるつもりでございますけれども、

行き届かないところについては、さらにご指導をいただきながら頑張ってまいりたいというふうに

思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

新幹線開通まで時期も少ないわけでありますが、ぜひ市民に見える、やっぱり行政が中心になっ

て方向を示すべきだというふうに私は思います。 

これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、松田議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

３時２５分まで暫時休憩します。 

 

〈午後３時１４分 休憩〉 

 

〈午後３時２５分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、髙澤 公議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 〔１２番 髙澤 公君登壇〕 

○１２番（髙澤 公君） 

新生クラブの髙澤です。 

介護しやすい環境づくりについて質問をいたします。 

全国的に高齢化が進んでいますが、今後の社会はますます高齢者対策が、最重要課題のひとつに

なると思われます。 

糸魚川市も真剣に高齢者対策に取り組まなければ、市勢は衰える一方であるとも考えます。 

昨今では療養型病床を大幅に削減し、老健施設で対応するとしていますが、現実問題として入所
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待機者が増える一方であります。 

高齢者向けの各種保険制度も行き詰まり寸前で、国は「後期高齢者医療制度」を採用してきまし

た。現在の対応策としては一応頷くことも出来ますが、ただ分母を大きくするだけで良いものでし

ょうか。 

国の政策変更で負担増を強いられている人、入所出来ずに苦労している人達等、制度のひずみの

狭間で困っている人達に目を向けること、改善を図り手を差し伸べることが重要であると思います。 

介護保険制度によってかなりの部分がカバーされていますが、これで十分とは言えません。 

以下伺います。 

(1) 実際に高齢者と深くかかわっていくのは介護保険制度事業だと思いますが、この制度の将

来をどのように考えているか。 

(2) 介護に従事する人達に何が必要と考えているか。 

(3) 介護しやすい環境づくりに必要なものはどのような方策と考えているか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

髙澤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の介護しやすい環境づくりの１点目、介護保険制度に対する考えでありますが、要介護高

齢者のいる世帯にとって、この制度は必要不可欠なものであり、今後も高齢者がふえる状況におい

て、この制度の役割はますます重要なものと考えております。 

とりわけ在宅サービスについては介護される側とする側、双方の立場でのサービス体系が求めら

れております。 

また、制度の課題といたしましては、給付費の増大がそのまま保険料の増大につながらない仕組

みが必要と考えております。 

２点目、介護に従事する方々につきましては、意欲と誇りを持って働き続けられるような処遇等

の改善が、喫緊の課題と考えております。 

また、在宅で家族介護に当たる方については、基本的な知識と技術についての情報を提供してい

く必要があると考えております。 

３点目、介護しやすい環境づくりにつきましては、在宅介護に適した住宅の改修支援、介護支援

専門員との緊密な連携、市単独の福祉サービスの活用など、さまざまなサービスを複合的に組み合

わせ、介護しやすい環境づくりに努めているところであります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 
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私は前回６月にも、同じような内容で質問をさせていただいております。そのときには福祉事務

所長から、今問題になっている、あるいは非常にみんなが苦労している老老介護というものが、今

後ふえていくだろうというふうな言葉がございました。同時に、非常に介護をするのに困難な事例

があるということも伺いました。その困難事例のとろでその件数と、あるいはどのような対応をし

ているかという質問をしてあるんですが、６月議会ではお答えをいただいておりません。困難な事

例の数だけは一般質問の途中で、事務所長のところに連絡があり、９３件あるというふうな答えだ

けはいただいておりますけれども、困難事例ということに対して、どういうふうなものが障害があ

って困難なのか。あるいは、それに対してどういうふうに対応していこうとしているのか、そこら

辺を教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

いわゆる困難事例の内容ということでございますが、議員ご指摘の老老介護も、もちろんその介

護の状態によっては、非常に困難な事例の中の大きな部分であろうというふうに思います。ただ、

具体的には家族全体の中での支える形が、どういうふうに組み立てられるかという状況の中で判断

をされることでありますので、個別的なことは困難事例については多くあると思います。ただ、老

老介護がその中の非常に重要な部分であるということについては、ご指摘のとおりだというふうに

思います。 

それから、それへの対応でありますが、基本的にケアマネジャーがそれぞれの介護認定者の皆さ

ん方のプランをつくるわけでありますが、家族の状況、住宅構造、もちろん本人の状況等を勘案し

ながら、どういう状況の中で介護ができるかという判断をする中で、非常に困難な課題が多いとい

うものについては、市の方で運営をしております地域包括の方に事例として挙がってまいります。

それに対しましては、市の方のスタッフ、保健師、あるいはケアマネジャー等が、困難事例の解決

に当たるというのが対応の概要であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

あまり細かくわからない答弁でありますが、いろいろな事例があるから、あるいはその家庭、家

庭の事情があるから、言えないという部分もあろうかというふうに思います。 

それで今後５０代、６０代、７０代、８０代にいってお互いに介護してるというのは、そんなに

数は多くないと思いますけれども、糸魚川市の家庭で介護をしている人たちの年代というのは、ど

のようなパーセントになっておりますか、年代ごとに。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 
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介護をしている方々の年齢構成ということでございますが、残念ながら手元にはちょっと資料が

ございません。ただ、老老介護という状況だけをとらえますれば、２人世帯で介護をしているとい

うのが、現実に６２世帯というデータもございます。そういう方々は、いずれも６５歳以上の中で

の介護の状況というふうに理解をしておりますが、それ以外に、いわゆる介護者がどういう年齢層

に分布してるかというのは、ちょっと手元にデータがございませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

ちょっとおかしな答弁だというふうに私は思うんですが、国が発表してるんですよ、５０代、

６０代、７０代ということで。国が統計をとっている中で、糸魚川市は仲間になってなかったんで

すか。国は５０代が２８.９％です、６０代が２３.６％、７０代が１⒎１％、これは全国平均です

から、糸魚川は新潟県でも高齢者率が高い市ですから、もっと大きい数字になってくるんではない

かと思いますけれども、糸魚川はこう言うことをしてないんですか、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

すみません。私の手元にないということで今申し上げましたが、データにつきましては確認をし

まして、またご報告させていただきたいというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

私がここで介護保険の将来はどうなるのか、あなた方はどういうふうにしたいと思っているのか

伺った最大の理由というのは、２号被保険者は４０歳から納めてますよね。８年前にこの介護保険

が始まったときに４０歳から納めた人は、あと１８年ぐらいで介護サービスを受ける立場になる、

受けてもいいですよ、今度は。もちろん、その前から受けてもいいんですが、そういう人たちが

６５歳以上になって対象者になった、あるいは７０歳まで健康でいた、いろいろあるでしょうが、

サービスを受けようとするときに、今のような待機者が多い、あるいは思ってるようなサービスが

受けられなかったというふうな状態が起きたら、これは大きな問題なんですよ。そういうときにど

うしようか、どうなるか、そこら辺まで先を見通して考えておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

介護をする側とされる側という言葉がございますが、３年間でローリングしながら介護保険計画
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を立てておりますが、当然、その中では介護保険料の算定等も含めまして、今ご指摘の部分につい

ては、十分精査をしていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

市長の第１回目の答弁のときにも、この制度というのは必要不可欠な制度なんだと。それで今後

ますます重要性が高まってくるだろう。あるいは、そういう家庭の中では介護保険料、皆さんが納

める保険料ですわね、上がるかもしれないけれども、上がらないようにしていきたいんだという答

弁があった。 

前回の一般質問のときには小掠事務所長は、ますます老老介護がふえるような高齢化社会になっ

ていく、それは自覚していると言いながら、そういう分析はしてないんですか、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

今、第４期の介護保険計画を策定中でありますので、その中では、そうしたものも分析していか

なければならないというふうに考えておりますが、今現在、まだご報告するだけの作業が進んでい

ないということでご理解をお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

ただいまの福祉事務所長の答弁についてのちょっと補足なんですけれども、やはり今３年ごとの

介護の事業計画のローリングと言いますか、見直しというのは、やはり介護保険料の算定という部

分も大きなウエートを占めています。確かにこれからは高齢化、特に糸魚川市の高齢化の状況を見

据えた場合、やはり３年計画でもって見ていいのかというのが、やはり問題があろうかと思います。

少なくとも１０年スパンぐらいの中で見て、その中での１番最初の３年を区切り出して、そこら辺

をどうしていくのかと。要は、例えば来年から第４期の計画が始まりますが、第４期の計画の先に

５期、６期があると。その５期、６期も含めた中で、どのような体制整備をしていけばいいのかと

いうようなことで考えていかないと、今後の体制整備というのは、非常にサービス提供の面で難し

くなってくるのかなと。あるいは、その逆に使いやすいサービスというのが、考えられなくなって

くるのかなというふうに考えております。 

具体的には、第４期の計画で現在策定中なんですが、その中でやはりこれは上越圏域という枠の

中での制約というのもございますが、糸魚川市としてどこまで将来を見据えたものにしていけるの

かということで、圏域の中で調整をさせてもらっているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

介護保険のローリングの検討の中で、大幅な料金の値上げというのはないけれども、今まで受け

ていたサービスが無料のものが有料になったり、給付がなくなったりという、そういうふうなもの

はありますわね。 

ただ、将来を見据えた場合に、そういう軽微な改革で済むのかどうか。あるいは、そういうふう

な軽微な改革で済ませるためには、今から何をしなきゃいけないのか。やはり真剣に私は分析して、

研究してもらいたいとと思います。将来については２５年、あるいは３０年という形で、保険を納

めてきた人がサービスを受けるようになるんですから、そういう人たちのために、今以上のしっか

りとした制度にしていっていただきたいと思います。 

それから、２番目の介護に従事する人たちに何が必要と考えているかというところなんですが、

これを言う前に、介護従事者の離職率というのをつかんでおりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

これは当市の状況というより、国レベルのデータでもって把握をいたしておりますが、５人に

１人というふうに把握しております。 

○１２番（髙澤 公君） 

５人に１人がやめるということなの、どういうことなの。 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

２０点幾つという、端数はちょっとあれでございますが、２０点幾つの離職率ということで、約

５人に１人はおやめになっているということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

田鹿課長にお尋ねしますけれども、全産業の労働者の離職率というのは幾つですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

今、１７年の国勢調査の数字ということで、市内での就業者数は２万４,７２９人ということで

ございますが、このうち何％離職されているかというところまでは、申しわけございませんが、数

字としては把握いたしておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

介護する人に何が必要かという問いかけの中で、離職率の話をさせていただきましたが、平均で

いきますと全産業の離職率というのは１６％なんです。介護従事者は２１％なんですよ、５％も多

いんです。なぜかと言うと非常に仕事がきつい、そしてまた報酬が安いということもあります。そ

うなってくると仕事としてやっている人たちは、離職してどこかへ就職すれば済むかもしれません

が、居宅で介護している人たちは、やめるわけにいかんのですよ、これ。こういう厳しい状況の中

で介護をしている人たちに、今何が必要なのか。再度お尋ねしますが、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

事業所の職員の待遇につきましては、国レベルの制度の根幹の問題でありますので、厚生労働省

も検討に着手したという話を聞いております。 

在宅で介護に当たっておられる家族の方々の置かれてる状況につきましては、ケアマネ等を通じ

まして、状況について把握をしてるわけでありますが、基本的には在宅福祉サービス、介護サービ

スの適切な利用。さらには市単独でもって、幾つかの制度もサービスも用意しております。そうい

うものの活用をケアマネと協議をしながら、できるだけ在宅でもって家族とともに、あるいはヘル

パーの十分な活用の中で、介護が続けられるという状況をつくり出していくような対応が、必要で

あるというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

そういう答弁じゃなくて、ちゃんと離職率でも出てきているように非常に厳しい、介護をしてい

る、やめることのできない家庭の人たちに、市はどういうことをしてやろうと思っているんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

いわゆる介護福祉サービスの枠の中だけではなくて、市単独のサービスというものについても状

況を把握しながら、必要なものは拡充をしていかなければならないというふうに思っておりますが、

当面、主なものとしましては、介護をしてる方々への介護手当の支給、さらには物的な面では紙お

むつの支給等が、いわゆる介護をし続けるために必要なものの支援というようなことを考えており

ます。これにつきましても状況を見ながら、市として何ができるかというのは、今後の課題であり

ますし、拡充に努めていかなければならないというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

介護手当の支給という言葉がありましたが、今現在どのような形でやっておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

６５歳以上の方が月２０日以上在宅で、継続して６カ月以上寝たきりの方、あるいは認知症状態

にある方を介護しておられる場合に月額で５,０００円、年間の上限では６万円ということになり

ますが、以上が介護手当ということで、毎年度判定をしながら支給をさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

これはこの場でもって答えてくれと言うんじゃないんですが、月額５,０００円の年額６万円と

いう数字が、果たしてこの数字でいいのかどうか。私は問題があると思います。 

若い介護士たちは仕事がきついからと、ポッとやめられるんですよ。家庭におる人たちはやめる

わけにいかん。仕事をしたいんだけども、仕事ができなくて介護をしているんだという人もいる。

そこら辺をしんしゃくして、制度を変えていただけたらなというふうに思いますが、そういう検討

はしていただけますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

確かに介護手当という名称ではありますが、慰労的な性格が非常に強いということ。それとこの

額については、ここ何年来ずっとこの額であるということから、また検討の中には、当然入ってく

るというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

６月の議会でも申し上げましたが、在宅介護と施設介護では、１人当たり年間１８万円ぐらい違

うんですよ、介護度３の人を対象にしてやると。それだけ違うんだったら、もう少し在宅で介護し

ていただける人たちに、目を向けてやってもらってもいいんじゃないかというふうに思います。こ

れはお願いをしておきます。 

介護しやすい環境づくりということでいきますが、介護しやすい環境づくりというところで、さ

きの６月議会の中で、それと同じような私の質問の中で、地域で高齢者を支える体制づくり、そし

て総合計画でも高齢者支援をうたっている。６月の時点では、福祉と協議をしているところだとい
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うことで、織田課長が答弁しております。福祉と協議をした結果、どうなりました、これは。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

高齢者の住んでいる地域の課題の中では、当然ながら関係１０課の中には福祉事務所が入ってお

りまして、その辺も協議しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

あのね、６月議会のときに、今、福祉と協議しているところですという答弁があった。どういう

課題を討議して、どういう結論になったか、それを聞いとるんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えをいたします。 

先ほども申し上げましたけども、中山間地並びに高齢化率の高い集落の対策の中で、やはり福祉

事務所も関係１０課の中に入りまして、いろんな対応を今検討しているというものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

どういう内容で、何を検討したかという答弁はないようなんですが、この大きな問題、介護しや

すい環境づくりというとこに入る前に、やはり介護という問題が大きくなってくるから、介護予防

というものも私は重要な課題になってくるだろう。しやすい環境というのは、介護しなくてもいい

環境づくりというのも、私は大事な仕事だろうと思うんですよ。介護をしなくてもいい環境づくり

ということで、どういうことに手がけておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

介護についての要介護者が非常にふえておると。なおかつ保険制度の中で、会計的にも維持が厳

しいという状況は常に言われるわけでありますが、それに対する有効な方法として、介護予防とい

うのは非常にクローズアップをされてるという状況でございます。 

今、糸魚川市でも介護予防に一番力を入れておりますのは、地域包括支援センターを中心とした
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要支援１、２の方々への予防プラン、さらには要支援にもならない、その前の段階の特定高齢者の

方々の把握。把握された方々を、適切な介護予防事業の方へ誘導する事業所との連携、さらちは市

独自の転倒予防教室でありますとか、口腔機能の向上とか各種の事業、そういうところへ誘導する

というのに取り組んでいるところでございます。 

さらには、もう少し視野を広げまして年齢の若い段階からの健康づくり、それがひいては介護予

防につながるという観点では健康増進課との連携をしながら、市民全体の健康づくりにも取り組ん

でいくという事業を進めております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

私は小掠所長のところで介護予防にかかわってくるというのは、私は地域包括支援センター事業

だろうと思ってます。それで笠原議員の質問のときにも、今この庁舎とよしだ病院にあると。能生

や青海に必要ないかと言ったら、その必要性はあるというふうにあなたは答えているんです。その

必要性がある。介護予防では、福祉事務所ではこれが一番目玉になってくる事業なんですよ。 

それを民間でやるというふうに答えておられましたが、民間でやるのはいいと思いますよ、それ

はどこでやってもいいと思うんですよ。民間が立ち上げるために、非常に苦労しているという状況

もわかっているような答弁だったんですが、民間が困っているところ、足りないところを補助して

やるとか、あるいは指導してやるとか、支援してやるとか、民間にそういう活動をしておられます

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

地域包括の民間委託の件でございますが、さきの質問の中ではスタッフの確保が非常に難しいと

いうお話をさせていただきました。ただ、その中で３人の専門スタッフというのが基本形ではあり

ますが、２人体制でも開設が可能だというお話もさせていただきました。そういう中で、民間にす

べてを委託するということではなくて、福祉事務所の中に、民間の包括を指導統括する部署もきち

っと設けるというお話もさせていただきました。 

そういう中で、今、議員ご指摘のように専門的な能力、あるいはスタッフ体制で足りない部分は、

市との連携でもって民間委託の形をつくっていくというのも、今後１つの方法であろうというふう

に考えております。 

いずれにしましても、介護予防の中心となるのが地域包括であるという議員のご指摘は、まさに

そのとおりでありますし、箇所数についても、今後まだふやしていくという方向性を持って、取り

組んでいきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 
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○１２番（髙澤 公君） 

地域包括というのは、困ってる人が行きやすいところになきゃだめなんですよね。だから能生の

徳合の人や、青海の市振の人が、ここまで相談に来るかどうか。やはり青海に１カ所、能生に１カ

所というわけにもいかないんじゃないか、もっとふやしてもいいんじゃないか。 

それで所長の答弁の中で、非常にいいことを言っておるんですが、これいつ開設する目標ですか。

年度はどうなるんですか、これは。私はなるべく早い方がいいと思うんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

今、計画段階ではありますが、最終的には５カ所ぐらいということで進めたいという中での、今

回は６月に１カ所、よしだで開設をしたわけでありますが、能生で１カ所、青海で１カ所、さらに

は糸魚川地域では、よしだが今１カ所ありますが、できればもう２カ所というふうに、計画として

は考えております。 

受託団体との話になりますので、具体的な法人の名前は挙げられませんが、やはり取り急ぎ能生、

青海、あるいは糸魚川の中でも能生、青海のどちらかに近いところということで、できるだけ早期

に箇所数をふやしたいということで検討をいたしております。 

○１２番（髙澤 公君） 

時期、時期。 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

２１年度から何カ所ということは今は申し上げられませんし、計画策定段階でもございますので、

もう少し時間をいただきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

もう少しというのが、先ほど来いろんな議員の質問のときにも先送り、先送りということがあり

ましたけれども、そうならないように可及的速やかにお願いをしたい。 

それで環境づくりということで、介護予防ということで今お伺いしたわけですけれども、環境づ

くりということも６月の議会で私は少し触れておるんですが、介護をしやすい環境づくりはどのよ

うな方策で考えているかということなんですけど。 

介護問題は今後大きな社会問題である。多様な問題が出てきており、１つのセクションだけでは

解決しないところもある。この中には市役所だけではという文言もありましたが、総合的に検討し

て新たな施策の展開を図りたい、これは本間部長が答弁しているんです。この答弁に対して、どの

ような動きをしてこられましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 
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○総務企画部長（本間政一君） 

全体の中では大変難しい問題だと思っていますが、やはり今現在、新たな計画をつくるわけであ

りますので、それらの中を重点的に詰めていくことだというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

いや、思っているというのは、６月議会の答弁で思っていると言ったんです。それから今までの

間、何もしてなかったということですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

６月議会の総務企画部長での答弁を受けまして、担当部としては、今後の高齢化の長期的な推移

の見込みですとかも含めて、施設、在宅を含めてどのような形で展開していけばいいのか。これは

施設だけに特化して展開というのも、なかなかこれは難しい話ですし、かと言って在宅という中で

は、なかなか今現在、待機者がたくさんおられる中で在宅を推し進めるというのも、これは若干無

理があるんじゃないかということで、どういった中でバランスをとっていけばいいかというところ

で、今、検討作業を進めているところでございます。 

いずれにいたしましても、現に待機者が大勢おいでだという中では、これは私ども療養病床の再

編とあわせまして、非常に危機感を持った対応を今後していかなきゃいけないのかなというふうに

考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

６月議会で本間部長は、いろんな問題があると、多様な問題が出てきていて、市役所内だけでも

解決できない問題がある。これから詰めていきたい。今、部長は早急に詰めていきたいということ

でありますから、ぜひそのようにお願いをしたい。 

環境づくりということで、いろいろな国の施策、法律があります。そういうようなものも勉強し

ていきたいということも、本間部長が答えておられます。どのような施策や法律がございました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

中の細かなものにつきましては、まだ検討しておりませんので、ご勘弁をお願いしたいと思いま
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す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

そういうものを調べていく、行政の中に生かしていくというのは、あなた方の専門分野でしょう。

３カ月もかけて、まだやってないというのは、私はちょっとおかしな話だなと。専門なんだからね、

１週間もあればパッと出るんじゃないですか。 

全くやってないというふうに思うんでありますが、私も言った手前、いろいろ調べてきました。

ここに３つ、４つありますが、中でも住宅の増改築などの工事を行った場合の、所得税額の特別控

除制度に係る租税特別措置法についてという法律があるんです。これはどうですか。今の介護保険

制度、介護制度で活用しておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

介護保険制度の中での住宅改修につきましては、介護保険制度の中の給付事業に住宅改修が含ま

れております。それともう１つは、県の事業を市として取り組んでいるものはございますが、租税

特別措置法に対する対応については、ちょっと当事務所では情報がございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

事務所長の言ったものは、これは介護保険制度についてきている住宅の改修ですよね。要するに

２０万円までならいいよというふうなものですよ。それと違ってと言うか、内容はほとんど一緒な

んです、これは。ところが厚労省じゃなくて、国交省から出てる。桁が大きい、これは。 

それで住宅改修、今ここの厚労省の住宅改修、これは２０万円とか、特例があれば５０万円とか

ということなんですが、それで済まないものは、ここで拾えるんですよ。これをあわせてやってや

らないと、意味ないんじゃないですか。 

それで、これは現金を補助するということじゃないんですが、固定資産税を３分の１減額すると

か、所得税を控除するとか、それで総額で２,５００万円とか、家を改修するわけですからかかり

ますよね、もう桁が大きい。 

さっきの、これ全然違う話なんだけど、住宅問題でも建設課と福祉事務所と十分連絡をとるから

大丈夫ですという話をしながら、この法律が全然、これは国交省でしょう、福祉事務所は全然知ら

ん。建設課長、知ってましたか、これ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山﨑建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 山﨑利行君登壇〕 
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○建設産業部次長建設課長（山﨑利行君） 

今のあれにつきましては、存じておりません。ただ、建設課サイドでの高齢者住宅の貸し付け、

これは私どもは存じておりますけども、今の件については存じておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

これはやはり、やってやらなきゃかわいそうですよ、これ。私もお年寄りの人が、もう家を改造

するんだと、バリアフリーにするんだって全部直した人を知ってますよ。だけど、あなた方はこう

いうことを案内してないから利用してない。こんなばかな話がありますか。あなた方は、これプロ

でしょうが。こういうずさんなことで、どうするんですかね、これは。これ市長、どう思います、

これ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

そういった支援制度があるというのを見落としたということは、やはり我々といたしましても、

そういった手当てをしてあげられるものがあったのに、残念だと思っとるわけでございまして、そ

ういうことのないように早急にそういった対応を、今調べさせていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

ぜひ庁舎はやっぱり一丸となってやってもらわな困る。先ほど織田課長の答弁の中でも、全部の

課がかかわっているからという答弁があったでしょう。それと一緒なんですよ。みんな総力を挙げ

てやってもらわないとだめ、これは。厚労省のことしかわからない福祉事務所、国交省のものもわ

からない建設課じゃどうにもならん。 

話題を変えますが、今、国では在宅介護をふやさなきゃいけないということで、地域ケア体制整

備構想というものを言っておりますね。これについては、どのようなことですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

地域ケアの体制を整備するという県の計画でございますが、基本的な考え方は今ほど議員が言わ

れたように、できる限り在宅でお年寄りから暮らしていただく。そのために何が必要かということ

を示した計画でございます。その中では、今話題になっております住宅改修の部分につきましても、

介護を受けながら住み続けられる住宅の整備という方針を打ち出しておりまして、バリアフリー化
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率等も県の目標にはありますが、示されておるというふうに理解をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

この構想は、そういう住宅のことだけではないでしょう。もう少し内容があると思うんですけど

も、所長、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

申しわけありません。住宅改修のことに話が流れておりましたので申し上げましたが、全体とし

ては話にありますように、地域の中で高齢者が住み続けられる。その体制づくりのための地域医療

の問題まで含めた、幅の広い計画ということになっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

私に言わせると、まだ所長は言い足りんような気がするんですが、これは今まで施設で預かって

いたような中度、あるいは重度、より重い人たちまで在宅でやりなさいということでしょう。そう

じゃないですか、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

ご指摘のとおり中度・重度の方々もできる限り在宅へという流れを、基本的に持っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

国とか県とかというのは１回政策をちょっと漏らすと、絶対それやりますよ。ちょこっとにおわ

しといて、突然やるんです。この中度、重度の人たちまで在宅で介護していこうという、今後そう

いう社会になったとして、何が一番大事だと思っていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

先ほど市長の答弁でも申し上げましたが、できる限り在宅で長くということの中には、やはりケ
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アマネとの連携によるきめ細かいサービスの提供というのが、一番だろうというふうに思いますが、

それとあわせて在宅で介護を受けやすい住宅の構造というものも、当然、含まれてくるというふう

に思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

今、所長の言われるようなことも、もちろん大事なことですよ。ただ、私は軽度、重度の人が家

庭にいるということになると、介護と医療というものが一緒にならなきゃ、これできないんですよ。

私はそれが一番大事なことだと思っているんです。 

今、糸魚川は医療がやっと持ち直したころで、こういう在宅でもって医者が必要な家庭が何百と

ふえてごらんなさい。対応できませんよ、そう思いませんか、所長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

ご指摘のとおり開業医も含めて、在宅で住み続けるための医療の面でのバックアップ、これは当

然重要になるというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

これは医療と介護と一緒にならなければ、この地域ケア体制というのはできません。できません

が、これは絶対やると思いますよ、一度言ったことは必ずやるんですから。その後に、それじゃあ

こういう補助制度をつけてやろうか、じゃあここをこういうふうに助成してやろうかというものが、

後から追いかけてくるんですよ。これは絶対やるということでもって、今から真剣に対応していた

だきたい。 

先ほど申しましたように、２号被保険者がサービスを受けるときには、今の体制よりいい体制に

しとかなきゃいけない。これも長期的なことですよね。それと地域ケア体制整備、これの長期的と

言いますか、これは中期的になるのかな、県の姿勢によるんですが、これには非常に大きな問題、

医療というものがついて回る。その体制をどうやって構築していくか、そういうものも真剣にとら

えて、今から練っていってもらわないと間に合わない。検討します、検討しますではだめなんだわ、

これは。 

それと市長にお尋ねしますが、市長もご存じのように、お年寄りを取り巻く環境というのは、要

するに国の政策は支出の圧縮ですよ、経費の圧縮ですよ、そこから始まってきてる。だから今話し

たように、今度は中度、重度の人たちも、家庭でやってくださいということになる。体制が整って

いかなければ、もう家庭で見殺しというふうな形になってしまう。私はそういうことにしたくない、

なりたくない、してもらいたくない。 
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そこで、やはり介護のしやすい環境ということで、小掠所長も先ほどから何回も言われておりま

すが、住環境の整備というのは、私は大きなウエートを占めてくるだろうというふうに思うんです

よ。それで住環境ということであれば、介護保険制度が始まったときから軽微な改修とか、そうい

うものにはお金を出しますよというものがある。今ほど申しましたように国交省の整備では、もっ

と大きな金額まで対応できるものがある。そういうものあわせながら、私は市独自の住環境の整備

事業と言いますか、そういうものがなければ、これから介護というのは、どこでやるんだという話

になっていくんじゃないか。 

今まで介護というのは軽度は家で、重度は施設でということだったんですが、施設はもう満杯で

す。そんな感じで、重度の人でも家で介護ができるということになると、やはり水回りの整備から

してやらなきゃいけないと思います。台所は別にしても洗面所、トイレ、ふろというのは、その介

護される人のいる部屋のすぐ近くに整備されなければ、私はいかんだろうと思っております。 

それで、私は家を建築するときに介護をする部屋を、介護をするのに便利な部屋を１つつくりま

した。あるいは今まで住んでいたんだけれども、介護をする便利なところをひとつ改良しますとい

うふうな場合に、少し手厚い補助をしていただければなと思うんですが、そこら辺はどうでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かにこれから団塊の世代が、まさにそういう時代に入る状況もあるわけであります。そういう

ことを考えますと、いましばらくは今ご指摘の状況が続くわけでございますので、それに対する対

応はどうするのかということは、やはり大きな行政の課題でもあると思っております。 

そういう中において、この糸魚川の高齢者の皆様方の流れというものも考えながら、今、在宅介

護をご指摘いただいとるんですが、在宅介護も含めながら施設介護はどういう形であるべきか。そ

して施設介護の中においても、いろいろな受け入れる今体制があるわけでありまして、バランスと

いうものも考えていかなくちゃいけないのか。そういう全体の中で、とらえていかなくちゃいけな

い部分もあるととらえております。 

その中で在宅介護は今、なかなかご指摘のような形になってないという部分について、どれぐら

いやっぱりそれにウエートを置いていくかということも考えますと、その辺はやっぱり全体のやつ

を見ながら、どれぐらいそれにかけていけるんかというところもあるんだろうと思っております。

やみくもそれだけだとなってくると、わからない部分もあるから足りんかったり、また、過度にな

ったりする部分もあろうかと思いますので、その辺も踏まえながら私も常々、今言っとるんですが、

なかなか難しくて、忙しい部分もあるのかもしれませんが、なかなかそういったものが明確になっ

てない部分があるので、その辺をやはり詰めさせていただきながら、そういう形ももっていきたい。 

もし少し時間がかかるんであれば、在宅の方の部分に対しても、暫定的な部分も考えたりもして

もいいなと思っておりますので、そのような考え方でこれから迎える高齢化社会の対応ということ

で、介護部分について考えていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

先ほどのご質問でデータがなかったので、確認して後ほどというふうに申し上げましたが、家庭

で介護している方の年齢構成、これにつきましては、市としてはデータとしてとってないというこ

とでございます。 

国の方でも先ほど議員の方から数値が示されましたし、市といたしましても、今後そうしたデー

タの収集には努めていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

住宅改修、あるいは新築のときの、そういう介護をする部屋をつくるという補助は、今、施設介

護に頼っている人たちの平均の年数というのは、８年ぐらいだと言われています。そうすると、介

護度によってもいろいろ変わってくるんですが、先ほど申しましたように介護度３ということにな

ると、年間１８万円違うと。そうすると、１５０万円違ってくるんですね。家庭で介護するのと施

設で介護するのと１５０万円違ってくる。 

それと、あるいは厚労省とか国交省の補助なんかもあわせて、そういう国の制度から漏れた部分

る支援をしてやるということであれば、それによって長く在宅介護ができるということであれば、

今出してやった１５０万円は、後から戻ってはこないけども、あと出さなくてもいいということで

すよね。そんな感じで、ぜひ支援をしていただきたい。 

できれば、糸魚川市に来れば、もう１家に１部屋、介護ルームというものがもう義務づけられる

んだと。そのかわりサービスが受けられると、そういうふうなところまで進めていっていただきた

いと私は思うんですよ。そうすれば、ここで若い人たちが出て行かないで、年寄りの面倒を見なが

ら、一緒に快適に暮らそうかというふうにもなるだろうし、よそから糸魚川へ行けば、介護しやす

いんだから糸魚川へ行こうかということにもなるだろうし、１つの政策で、ほんのささいな政策で

も、人口がふえてきたという例は、日本の国の中にたくさんあるわけですから、ぜひそのような思

い切った政策でやっていただければありがたいと思いますので、お願いをいたしたいと思います。 

市長は、暫定的にでもというふうな言葉もございました。前向きに取り組んでいただけるだろう

というふうにお受け取りいたしましたが、ぜひお願いしたいと思います。 

私の一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、髙澤議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

本日はこれにてとどめ、延会といたします。 
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大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後４時２４分 延会〉 
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